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議 事 日 程（第１号） 

 

平 成 ２ ９ 年 第 ２ 回 美 瑛 町 議 会 定 例 会 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ 日 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開会 

 

第 １         会議録署名議員の指名について 

第 ２         議会運営について（議会運営委員会審査報告） 

第 ３         会期の決定について 

第 ４  議案第 １ 号 美瑛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

第 ５  議案第 ２ 号 美瑛町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第 ６  議案第 ３ 号 美瑛町税条例等の一部改正について 

第 ７  議案第 ４ 号 美瑛町交通安全条例の一部改正について 

第 ８  議案第 ５ 号 美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正について 

第 ９  議案第 ６ 号 美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施設条例の廃止について 

第１０ 議案第 ７ 号 平成２８年度美瑛町一般会計補正予算について 

第１１ 議案第 ８ 号 平成２８年度美瑛町国民健康保険特別会計補正予算について 

第１２ 議案第 ９ 号 平成２８年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算について 

第１３ 議案第１０号 平成２８年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算について 

第１４ 議案第１１号 平成２８年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算について 

第１５ 議案第１２号 平成２８年度美瑛町水道事業会計補正予算について 

第１６ 議案第１３号 平成２８年度美瑛町立病院事業会計補正予算について 

第１７ 議案第３２号 請負契約の締結について 

第１８ 議案第３３号 請負契約の締結について 

第１９ 議案第３４号 請負契約の締結について 
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古 本   彰 君 
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総 務 課 長  鈴 木 貴 久 君 

政 策 調 整 課 長  今 瀧   毅 君 

税 務 課 参 事  冨 田 敏 博 君 

住 民 生 活 課 長  三田村 尚 樹 君 

保 健 福 祉 課 長  小 杉 昌 敏 君 

保健センター所長  森   法 子 君 

保 健 福 祉 課 参 事  田 中 繁 美 君 
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文化スポーツ推進室長  吉 川 智 巳 君 

農 林 課 長  大 西 能 正 君 

建 設 水 道 課 長  保 田   仁 君 

水 道 整 備 室 長  中 島 二 郎 君 

町立病院事務局長  平 間 克 哉 君 

総 務 課 長 補 佐  山 下 浩 史 君 
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教 育 長  千 葉 茂 美 君 
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農 業 委 員 会 会 長  川 﨑 章 道 君 
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午前９時３０分 開会 

 

開会挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    皆さんおはようございます。３月の定例会、皆さま方のご出席をいた

だきありがとうございます。宮様スキーあるいは地上絵と冬のイベントも成功のうちに終了し

ました。改めて私からもお礼を申し上げるところであります。また、３月の定例会は大変長丁

場ということであります。予算審査等もあります。体調には十分注意をされて、最後までお願

いを申し上げるところであります。なお、午後から美瑛小学校の皆さんが傍聴ということであ

りますので、改めてお知らせをしてごあいさつとします。よろしくお願いします。 

 

開会及び開議宣告 

 

○議長（濱田○議長（濱田○議長（濱田○議長（濱田洋一議員）洋一議員）洋一議員）洋一議員）    ただ今から、平成２９年第２回美瑛町議会定例会を開会します。本日

の会議を開きます。ただ今の出席議員は１４人であります。 

 

美瑛町町民憲章の朗唱 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから、美瑛町町民憲章の朗唱を行います。傍聴者の方もご起立を

お願いします。 

（全員起立して町民憲章の朗唱を行う） 

（朗唱文の記載を省略する） 

 

招集挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    浜田町長から本定例会招集の挨拶があります。 

(「はい」の声) 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田    哲君）哲君）哲君）哲君）    皆さんおはようございます。平成２９年第２回美瑛町議会定例会、全員

の議員の皆さん方のご出席を賜り開催をいただきましたこと、厚くお礼を申し上げるところで

あります。また、ただ今、濱田議長さんのからお話しがありました、閉会中に宮様スキーマラ

ソン、十勝岳の噴火防災訓練等、いろいろな取り組み等、事業等がありましたが、議員の皆さ
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まはじめ町民の皆さん方にご参加をいただき、無事事業を行うことができました。心からお礼

を申し上げるところであります。今議会におきましては、平成２８年が非常に災害等、今まで

の美瑛町になかった事例が発生して、その災害への対応としての復興事業等を今進めさせてい

ただいているところであります。そのことについても町民の方々と協力し合いながら取り組ん

でいきたいと考えてますが、一方、２９年度における町行政運営について予算編成も含めて議

員の皆さん方に提案をさせていただくこととなっています。地域が非常に人口減少国家という

中で厳しい環境にあることより、これからの地域づくりが問われているところであります。も

ちろん、美瑛町の地方創生というテーマもしっかりと取り組んでいきたいというふうに思って

ますけども、何よりも住民の方々が本当に安心して、そして充実した人生を送っていける、ま

た、子供たちが成長していける、そんなまちづくりに向けて、平成２９年度においても取り組

みを進めていきたいと考えておりますので、皆さん方のご指導等をよろしくお願いを申し上げ

るところであります。 

それでは、提案をさせていただく議案について簡単に説明をさせていただきます。 

議案第１号、美瑛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、議案第２号、

美瑛町職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、国からの通知などを受けての改

正であります。 

議案第３号、美瑛町税条例等の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴うものであ

ります。 

議案第４号、美瑛町交通安全条例の一部改正についてでありますが、飲酒運転のない安全な

まちづくりに向け、飲酒運転の根絶に関する条文を本条例に追加をさせていただきたいという

ものであります。 

議案第５号、美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正についてであります。白金のビルケ

の森研修施設を体験住宅として有効活用することにより、さらなる二地域居住対策の強化を図

るため、本条例を改正させていただきたいというものであります。 

議案第６号であります。美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施設条例の廃止でありますが、町から美瑛

町農協へ無償譲渡を行ったということで本条例を廃止するものであります。 

議案第７号、平成２８年度美瑛町一般会計補正予算についてでありますが、各種事業費確定

に伴う減額補正、強い農業づくり交付金事業、地方創生拠点整備交付金採択による道の駅改修

事業、白金インフォメーションセンター整備事業の追加、また、財源確保による公共施設等整

備基金積立金の追加、補正などであります。 

議案第８号、平成２８年度美瑛町国民健康保険特別会計補正予算についてから議案第１３号

平成２８年度美瑛町町立病院事業会計補正予算につきましては、主に事業費の確定に伴う補正

であります。 
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続きまして、議案第１４号平成２９年度美瑛町一般会計予算についてから議案第２１号平成

２９年度美瑛町立病院事業会計予算についてまでの８議案につきましては、平成２９年度の各

会計予算案であります。 

議案第２２号、監査委員の選任についてであります。本年３月３１日任期満了となります有

富武氏の後任に伴い、新たな監査委員として大西宣充氏の任命について議会の同意をお願いす

るものであります。 

議案第２３号から議案第３１号、指定管理者の指定については、美瑛町立どんぐり保育園ほ

か８施設について指定管理者を指定したいので議会の議決をお願いするものであります。 

議案第３２号から議案第３４号、請負契約の締結については、美瑛小学校の改修工事に係る

三件の請負契約の締結について提案させていただくものであります。 

議案第３５号財産の処分について、美沢美瑛共和の畜産センター敷地の売り払いについて提

案をさせていただくものであります。 

以上、議案３５件につきましてご提案させていただきます。慎重なるご審議をいただきお認

めいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議

規則第１２６条の規定によって６番沢尻健議員と７番野村祐司議員を指名します。 

 

諸般の報告 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから、諸般の報告を行います。 

事務局長お願いします。 

○事務局長（今野聖貴君）○事務局長（今野聖貴君）○事務局長（今野聖貴君）○事務局長（今野聖貴君）     

（諸般の報告をする） 

（報告文の記載を省略する） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これで諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 議会運営について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第２、本定例会の議会運営について、福原輝美子議会運営委員会

委員長の報告を求めます。 
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（「はい」の声） 

福原議会運営委員会委員長。 

（議会運営委員会委員長 福原 輝美子議員 登壇） 

○委員長（福原輝美子議員）○委員長（福原輝美子議員）○委員長（福原輝美子議員）○委員長（福原輝美子議員）    皆さんおはようございます。議会運営委員会審査事項を朗読をも

ってご報告いたします。 

（報告書の朗読を省略する） 

以上、報告いたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これで、議会運営について報告を終わります。 

 

日程第３ 会期の決定について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第３、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２３日間に決定をしたいと思

います。 

ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２４日までの２３日間に決定しまし

た。本日の議事日程は、議会運営委員会の報告のとおりであります。 

 

行政報告について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    浜田町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田    哲君）哲君）哲君）哲君）    平成２９年第２回美瑛町議会定例会に伴う行政報告を申し上げます。報

告書をごらんください。 

まず、６点の報告をさせていただきますが、１点目、びえい雪遊び広場についてであります。

１月２８日土曜日から２月１２日、日曜日まで期間中、約１５５０名の方々が来場いただきま

した。ふれあい館ラヴニール前エントランス広場において、町民のボランティアの方々が中心

になって実行委員会を組んでいただき、氷の滑り台や雪像を製作し、子どもたちに遊んでいた

だこうという企画であります。１月２８日のオープニングイベントでは馬そりやお楽しみ福ま

きを開催したほか、手づくり豚汁や美瑛カレーうどんピザなども提供し、多くの子どもたち、
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大人の人も多く来ていただきましたけど、子どもたちが来場していただきました。実施に当た

って本当に、町民の方が中心になっていただいているイベントの開催、本当に心から感謝を申

し上げるところであります。 

続きまして２点目、寬仁親王記念第４０回丘のまちびえい宮様国際スキーマラソンについて

であります。２月１８日土曜日、２月１９日日曜日、それぞれ開会式、交歓会、本競技、表彰

式をとり行いました。申し込みをいただいた方が８６２名でうち町内出場者は１１０名となっ

ています。スキーマラソン等やはりその時々の流行ということもあり、８６０名台ということ

でありますけども、しかし、この大会、宮様を記念する大会として歴史もあり、また多くの方々

が参加していただいている大会として、今回も意義深く運営をできたこと心から関係各位に感

謝をしているところであり、議員の皆さん方にもご出席を賜りましたことは厚くお礼を申し上

げるところであります。また、彬子女王殿下にご臨席をいただきました。大変感謝を申し上げ

ます。また交歓会では町内の農村女性グループ、ネットワークすずらんの全面的な協力で、町

内の農畜産物を食材とした料理を提供し、大変な好評を得たところであります。本当に感謝を

申し上げます。今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第３点、十勝岳噴火総合防災訓練であります。２月２２日、２３日、対象地区

を白金地区、美沢地区として行いました。内容については、気象台との連携、また各関係機関

との協力によって、訓練を行ったということであります。今回はドローンの空撮等も、初めて

町で導入いたしました機械を使っての実験を行いました。十勝岳の上空で避難している様子の

映像をリアルタイムで災害対策本部に送信する訓練や、２２日の夕方には職員を対象とした夜

間避難所開設運営訓練を実施するなど、新しい取り組みも今回盛り込ませていただいたところ

であります。自衛隊の皆様には全面的な協力をいただきました。また、消防署消防団と、また

地域の皆さん方に参加いただき協力をいただきましたことに心から感謝を申し上げるところで

あります。 

続きまして４点目、明徳中学校閉校式の開催についてであります。２月５日、午前９時３０

分から約２２０名の方に出席をいただき、閉校式を執り行いました。生徒数は現在７名という

ことであります。昭和２２年５月に美瑛第二中学校として開校いたしました。昭和２７年に明

徳中学校と改称され、その後昭和５５年に小中併置校となり現在に至っています。閉校より６

９年という長い歴史の中でこれまでに９２５名の卒業生を輩出してきた学校であります。大変

地域の方々の寂しいお気持ちを聞いたところでもあり、中学校、学校閉校するというのは大変

なことでありますけども、今後とも、地域の方々に小学校、明徳小学校も健在でありますので、

引き続き、子どもたちの教育に地域をあげて協力をしていただきたいと、またそんなお話をさ

せていただいたところであります。これまで明徳中学校の運営に当たり、先生方、また地域の

方々、子どもたちはもちろんでありますけど、皆さん方に心から、敬意を申し上げ、お礼を申
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し上げるところであります。 

続きまして５点目、公用車の事故についてであります。平成２９年２月１５日、午後３時３

０分。町道幸町中町１号線と本町中町２丁目中通り線の交差点であります。公用車にて交差点

に進入し、左方から直進してきた相手方車両に気づかずに直進したため、相手方車両が当該公

用車の助手席側ドアに衝突いたしまして、けが人はなかったということで、安堵したところで

あります。相手方の車両の損傷は軽微であったため修理はせず、当該公用車の修理については

車両保険にて対応させていただいたところであります。続きまして２点目の事故でありますが、

平成２９年２月１９日日曜日、町道藤野中央線、公用車にて農業技術研修センター敷地から町

道へ左折しようとした際に、左側から走行してきた相手方車両に気づくのが遅れ、ブレーキを

踏み込んだ際にタイヤがロックされ、スリップした状態で相手方車両の右後部に接触をいたし

ました。人身的なけがはなかったということであります。相手方の車両の修理は車両保険にて

対応を当該公用車については損傷が極めて軽微であったため、修理を見送ったところでありま

す。少し若い職員も増えており、運転の部分についても、冬の運転に慣れきれていないという

部分があるかというふうに思って、今回の事故について配慮しているところであります。今後

事故がないように、職員に対しての指導、指示等を、取り組みをさらに進めていきたいと考え

ているところであります。 

続きまして、６番、町立病院職員の上告に係る審理の決定についてであります。平成２９年

２月９日、決定しています。第一審の判決、懲役１年執行猶予３年が支持され、被告人の上告

が棄却されたという内容であります。平成２９年２月１５日付けで判決が確定したことから、

当該職員は地方公務員法の規定により、同日付けで失職となったところであります。今後こう

いった職員の不祥事を十分に配慮して、起きないような取り組みを町としても進めていきたい

と考えているところであります。以上であります。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これで行政報告を終わります。 

 

日程第４ 議案第１号 美瑛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第４、議案第１号、美瑛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正についての件を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）    おはようございます。議案第１号の提案理由につきましてご説明申

し上げます。議案集は１頁から２頁になります。条例の改正の要旨は別冊資料の１頁、新旧対
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照表は２頁から３頁になります。今回の条例改正は、昨年８月の人事院勧告における育児休業

法改正の意見の申し出及び勤務時間法の勧告に準拠し、昨年１２月に開催の第７回美瑛町議会

定例会で一部改正の議決をいただいたところです。その内容は、育児休業等に係る子の範囲の

拡大、介護休暇の分割取得、介護時間の新設などの改正を行いましたが、今回、国から通知さ

れた規則に基づき要介護者を介護する職員についての読み替え規定が追加されたことによる

本条例の一部を改正し整備するものです。施行期日は公布の日から施行し、平成２９年１月１

日から適用します。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊の資料に基づく説明は省略させていただきます。以上で議案第１号の提案理由の説明を

終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第１号の件を採決します。議案第１号、美瑛町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第１号の件は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第２号 美瑛町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第５、議案第２号、美瑛町職員の育児休業等に関する条例の一部

改正についての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君） 議案第２号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

３頁から７頁になります。条例改正の要旨は別冊資料の４頁、新旧対照表は５頁から１２頁に
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なります。今回の条例の改正は、議案第１号と同様に、さきの人事院勧告における育児休業法

改正の意見の申し出及び勤務時間法の勧告に準拠し、国からの通知を受けての改正と、これま

で非常勤職員については、育児休業等を取得できない現状となっていたものを一定の非常勤職

員、１年以上嘱託職員を継続している者などの、育児休業の期間、部分休業ができるよう措置

されたため、本条例の一部を改正するものです。施行期日は公布の日から施行し、平成２９年

１月１日から適用します。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊の資料に基づき説明は省略します。以上で議案第２号の提案理由の説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第５、議案第２号の件を採決します。議案第２号、美瑛町職員の育児休業等

に関する条例の一部改正についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 議案第３号 美瑛町税条例等の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第６、議案第３号、美瑛町税条例等の一部改正についての件を議

題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、古本税務課長。 

（税務課長 古本 彰君 登壇） 

○税務課長（古本○税務課長（古本○税務課長（古本○税務課長（古本    彰君）彰君）彰君）彰君）    おはようございます。議案第３号の提案理由につきましてご説明を

申し上げます。議案集につきましては、８頁から１６頁、条例改正要旨は資料の１３頁から１

５頁、新旧対照表については資料の１６頁から３７頁までになります。今回の条例改正につき

ましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成２８年３月３１日に施行されたこと、社会
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保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法

の一部を改正する法律等の一部を改正する法律、以下、地方税に係る税制抜本改革法の一部を

改正する法律といいます等が、平成２８年１１月２８日に公布されたこと、また、特定非営利

活動促進法の一部を改正する法律が平成２８年６月７日に公布されたことに伴い、美瑛町税条

例の一部を改正するものです。改正の概要につきましては、第１条では通則で特定非営利活動

促進法の一部を改正する法律の公布に伴う改正、個人住民税では、住宅ローン控除制度の適用

期限の延長に伴う改正、軽自動車税では、軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に伴う改正、

第２条では通則で軽自動車税の課税区分が、環境性能割の創設及び種別割へと変更になったこ

とに伴う改正、法人税では、法人税割の税率の改正、軽自動車税では、軽自動車税の課税区分

が環境性能割の創設及び種別割へと変更になったことに伴う改正、第３条及び第４条でも軽自

動車税で課税区分が環境性能割の創設及び種別割へと変更になったことに伴う改正、第５条で

は法人町民税の消費税１０％への引き上げ時期の延長に伴う改正であります。最初に議案を朗

読させていただき、その後改正内容につきましてご説明をさせていただきます。それでは議案

を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、改正内容を資料の改正要旨によりご説明をさせていただきます。資料の１３頁に

なります。なお、文末の括弧内はそれぞれ該当する条番号及び改正附則等の条番号となってお

ります。また、改正に伴う新旧対照表については、資料の１６頁から３７頁までになりますの

で、ご参照願います。はじめに、第１条の通則でございます。特定非営利活動促進法の一部を

改正する法律の公布に伴う改正については、同法が平成２８年６月７日に公布され、「仮認定特

定非営利活動法人」の名称が、「特例認定特定非営利活動法人」に変更になったことに伴い、条

文の改正を行うものです。個人住民税の住宅ローン控除制度の適用期限の延長に伴う改正につ

きましては、地方税に係る税制抜本改革法の一部を改正する法律が平成２８年１１月２８日に

公布され、住宅ローン減税措置について、適用期限を平成３３年１２月３１日まで２年半延長

されたことに伴い、条文の改正を行うものです。軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に伴

う改正につきましても、地方税に係る税制抜本改革法の一部を改正する法律等が交付され、軽

自動車税のグリーン化特例が１年延長されたことに伴い、条文の改正を行うものです。資料の

１４頁になります。第２条の通則では、軽自動車税の課税区分が環境性能割の創設及び種別割

へと変更されることに伴い、規定の整備を行うものです。法人町民税の、法人税割の税率の改

正については、消費税率の引き上げ及び地方法人特別税、譲与税制度の廃止に伴い、地域間の

偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を交付税原資化す

ることに伴い、法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられることにより改正を行うもの

です。軽自動車税の課税区分が環境性能割の創設及び種別割へと変更になったことに伴う改正



 

－ 14 － 

については、国において、この間、自動車関連税制のあり方が検討され、消費税１０％への引

き上げ時に、自動車取得税の廃止と環境負荷の低減を図り、環境性能にすぐれた自動車の普及

を促進するため、環境性能割が創設されることになり、軽自動車税についても、課税区分が環

境性能割の創設及び種別割へと変更になることに伴い、条文の改正を行うものです。次に、１

５頁になります。第３条の軽自動車税の課税区分が種別割へと変更になったことに伴う改正に

ついては、第２条の改正と同様に、軽自動車税の課税区分が種別割へと変更されることに伴い、

条文の改正を行うものです。第４条の軽自動車税の課税区分における環境性能割の創設に伴う

改正につきましても、第２条の改正と同様に、消費税１０％への引き上げ時に軽自動車税の課

税区分において環境性能割が創設されることに伴い、条文の改正を行うものです。第５条の法

人町民税の消費税１０％への引き上げ時期の延長に伴う改正につきましては、地方税に係る税

制抜本改革法の一部を改正する法律が公布され、地方法人課税の偏在是正措置についても、実

施時期を平成３１年１０月１日以降に開始する事業年度から適用することに変更されることに

伴い、条文の改正を行うものです。以上で、議案第３号の提案理由の説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第３号の件を採決します。議案第３号美瑛町税条例等の一部改正に

ついての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第４号 美瑛町交通安全条例の一部改正について 

 

日程第７、議案第４号、美瑛町交通安全条例の一部改正についての件を議題とします。本件

について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 
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（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）    議案第４号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集の

１７頁をお開き願います。条例の改正の要旨は、別冊資料の３８頁、新旧対照表は３９頁にな

ります。今回の条例の改正は、現在警察においては、飲酒運転に係る夜間の取り締まりを強化

し行っており、また、道路交通法では重い罪を科すなど飲酒運転の取り締まりへの強化をして

いるところでございます。一向に飲酒運転による死亡事故が後を絶たない状況下にあり、北海

道では、平成２７年１１月に北海道飲酒運転根絶条例を制定し、また、道内の市町村において

も、条例を改正するなど、地域から飲酒運転根絶の機運を高め、安全な地域づくりの実現に向

けた取り組みを実施してきているということから、本町においても、交通安全条例に飲酒運転

の根絶を条文に追加し、本条例の一部を改正するものです。施行期日は平成２９年４月１日か

らとなります。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊の資料に基づく説明は省略します。以上で議案第４号の提案理由の説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第４号の件を採決します。議案第４号、美瑛町交通安全条例の一部

改正についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第４号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第５号 美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正について 

 

日程第８、議案第５号、美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、嵯城経済文化振興課長。 
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（経済文化振興課長 嵯城 和彦君 登壇） 

○経済文化振興課長（嵯城和彦君）○経済文化振興課長（嵯城和彦君）○経済文化振興課長（嵯城和彦君）○経済文化振興課長（嵯城和彦君）    おはようございます。議案第５号の提案理由についてご説

明申し上げます。議案集は１８、１９頁になります。条例の改正要旨につきましては別冊資料

の４０頁、新旧対照表につきましては４１頁になります。今回の条例改正についてご説明申し

上げます。美瑛町二地域居住体験住宅は平成２２年度より３棟で運用を開始し、平成２３年度

には４棟、２４年度からは現行の６棟で運用しているところでございます。体験住宅の利用を

機に本町への二地域居住や移住・定住に結びついている実績もあることから、さらなる対策の

強化を図るため、現在、研修施設として使用している美瑛町ビルケの森研修施設についても、

体験住宅として有効活用するため、本条例の一部を改正するものです。それでは議案を朗読い

たします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊資料に基づく説明は省略いたします。以上で議案第５号の提案理由の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第５号の件を採決します。議案第５号、美瑛町二地域居住体験住宅

条例の一部改正についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第６号 美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施設条例の廃止について 

 

日程第９、議案第６号、美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施設条例の廃止についての件を議題としま

す。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、大西農林課長。 

（農林課長 大西 能正君 登壇） 
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○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    おはようございます。わたしのほうから議案第６号美瑛町穀類乾燥

調製貯蔵施設条例の廃止についての提案理由につきましてご説明をいたします。議案集につき

ましては２０頁になります。美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施設につきましては、平成２９年３月３

１日付けで、美瑛町農業協同組合に施設の無償譲渡を行うことで現在手続きを進めております。

これに伴い、施設条例の廃止が必要となることから、廃止する条例の制定をお願いするもので

ございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第６号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。廃止条例全文について、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第６号の件を採決します。議案第６号、美瑛町穀類乾燥調製貯蔵施

設条例の廃止についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第６号の件は原案のとおり可決されました。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員） １０時３５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時１８分） 

再開宣告（午前１０時３５分） 

  

日程第１０ 議案第７号 平成２８年度美瑛町一般会計補正予算について 

日程第１１ 議案第８号 平成２８年度美瑛町国民健康保険特別会計補正予算について 

日程第１２ 議案第９号 平成２８年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算について 

日程第１３ 議案第１０号 平成２８年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算について 

日程第１４ 議案第１１号 平成２８年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算について 

日程第１５ 議案第１２号 平成２８年度美瑛町水道事業会計補正予算について 

日程第１６ 議案第１３号 平成２８年度美瑛町立病院事業会計補正予算について 

  

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    休憩前に続いて会議を再開します。日程第１０、議案第７号平成２８
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年度美瑛町一般会計補正予算についての件、日程第１１、議案第８号、平成２８年度美瑛町国

民健康保険特別会計補正予算についての件、日程第１２、議案第９号、平成２８年度美瑛町老

人保健施設事業特別会計補正予算についての件、日程第１３、議案第１０号、平成２８年度美

瑛町白金泉源事業特別会計補正予算についての件、日程第１４、議案第１１号、平成２８年度

美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算についての件、日程第１５、議案第１２号、平成２８

年度美瑛町水道事業会計補正予算についての件及び日程第１６、議案第１３号、平成２８年度

美瑛町立病院事業会計補正予算についての件を一括議題とします。これから各議案の提案理由

の説明を求めます。まずは議案第７号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）    議案第７号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案集

は２１頁から６２頁になります。今回の補正予算は、各種事業費確定による歳入歳出予算の整

理を主な補正としております。その他におきましては、まちづくり寄附金増に伴う広報発送贈

答品費用の追加、災害対策本部設置に伴う会議室等に電話及びＬＡＮ回線を整備する費用の追

加、昨年８月に台風で被害を受けたＪＡの穀類乾燥調製貯蔵施設整備に係る国の交付金採択に

伴う美瑛町農協への補助金の追加、地方創生拠点整備交付金で採択となった道の駅の改修及び

白金インフォメーションセンターの建築工事費の追加、公共施設及び町内小学校などの修繕費

の追加、財源確保に伴う公共施設等整備基金への積立金などの追加でございます。最初に議案

条文を朗読し、その後、補正の内容を説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出のほうから説明いたします。３７頁をお開

き願います。３７頁でございます。歳出、第１款議会費、第１項議会費、補正額１９０万円の

減額。議会運営事業、日本で最も美しい村連合主催の海外研修の中止に伴う減でございます。

第２款総務費、第１項総務管理費、第１目職員給与費、補正額２４３２万７０００円の減額。

職員共済費、事業主共済負担率などの確定に伴う２４０９万１０００円の減。臨時事務員等社

会保険料、同様に事業主負担保険料を５０万円の減、退職手当組合事前納付金、職員の会計間

異動などに伴う２６万４０００円の追加です。第２目、一般管理費、補正額１６３万４０００

円の追加。一般管理事業は、まちづくり寄附金件数増に伴う贈答品発送費用、コピー料金、派

遣受け入れ職員に係る負担金などで２３４万８０００円の追加。職員研修事業、外国派遣研修

参加者の取りやめに伴う７１万４０００円の減額です。第５目、財産管理費、補正額３３万９

０００円の追加、財産維持管理事業、公共施設等の灯油盗難防止のための給油口キーカバーの

購入費２３万４０００円の追加、庁舎維持管理事業、庁舎電話料増に伴う１０万５０００円の
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追加です。第６目、情報管理費、補正額７万円の減額。情報戦略推進事業、町ホームページ作

成委託事業費確定に伴う財源調整でございます。次の頁になります。第７目地域振興費、補正

額８４８万円の減額。地域おこし協力隊管理事業、地域おこし協力隊１名途中の退職に伴う１

８２万４０００円の減額、丘のまちびえい活性化協会補助金、事業費確定に伴う６６５万６０

００円の減額でございます。第９目火山情報センター費、補正額２０万円の追加、火山情報セ

ンター管理運営事業、電力契約先変更に伴う会計処理年度変更に伴う追加でございます。第１

０目災害対策費、補正額４５８万１０００円の減額。防災活動事業、災害対策本部設置に係る

会議室の電話、ＬＡＮ回線整備に係る配線工事１２６万５０００円の追加でございます。防災

無線整備事業から、４番目の防災資機材整備事業につきましてはそれぞれ事業費確定によりま

す、記載している額の減額でございます。第１２目諸費、補正額８７万円の追加、美瑛高等学

校教育環境振興補助事業、補助対象者の減と事業費確定による２５６万５０００円の減額です。

十勝岳ジオパーク推進事業、ジオパークサイン整備工事事業費確定に伴う４７万４０００円の

減額です。過年度歳入過誤納還付金、前年度に係る事業費交付金確定に伴う不足分１９０万円

の追加です。まちづくり寄附管理事業、まちづくり寄附金に伴う贈答品及び発送にかかる費用、

２００万９０００円の追加です。次の頁になります。第３款民生費、第１項社会福祉費、第１

目社会福祉総務費、補正額１０４万５０００円の減額。社会福祉団体補助事業、遺族会記念事

業、確定に伴う１０万９０００円の減額、臨時福祉給付金等支給事業、交付対象者確定に伴う

１２９万６０００円の減額です。第２目高齢者福祉費、補正額１６８万円の追加。介護サービ

ス利用料、軽減助成事業は、軽減対象額増に伴う６３万円の追加、移送サービス事業から、下

の訪問看護ステーション利用料軽減助成事業につきましては、いずれも対象者増に伴う、それ

ぞれ記載している額の追加でございます。第３目障害者福祉費、補正額１１５０万円の追加、

身体障害児・者補装具給付事業については、補装具給付費増に伴う５０万円の追加、障害者自

立支援給付費、サービス利用増に伴う１１００万円の追加です。第７目地域支援事業費、補正

額３３６万４０００円の減額。介護予防事業、臨時保健師雇用減に伴う８０万円の減。包括的

支援事業・任意事業、生活支援コーディネーター委託料の減と、寝たきり者介護用品助成利用

者増による、２５６万４０００円の減額です。次の頁になります。第２項児童福祉費、第１目

児童福祉総務費、補正額１２２６万４０００円の減額。児童手当支給事業は支給対象者確定に

よる１３０６万円の減額。子育て応援団運営費補助事業は、事業運営費確定による４８万９０

００円の減額、施設型給付費事業については公定価格改正に伴う給付費１２８万５０００円の

追加です。第２目保育所費、補正額８２７万８０００円の減額。どんぐり保育園管理運営事業

は、施設内受水槽の修繕、子育て応援団への指定管理・委託料の減、セーフティーマットなど

の購入、広域保育に係る負担金などで６９６万６０００円の減額。保育センター改修事業は、

実施設計委託と増改築工事事業費確定に伴う、１３１万２０００円の減額です。第３目へき地
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保育所費、補正額２００万１０００円の追加、へき地保育所管理運営事業、朗根内保育所の玄

関引き戸の修繕、へき地保育所児童数増に伴う指定管理委託料の追加、ルベシベ保育所のスト

ーブ取りかえ費用の追加でございます。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総

務費、補正額２３１４万円の減額。老人保健施設事業特別会計繰出金及び大雪地区広域連合負

担金、いずれも事業費確定に伴う、それぞれの額の減額でございます。次の頁になります。第

２目保健指導費、補正額４２７万９０００円の減額。保健指導管理事業は、嘱託職員、未採用

に伴う減などで１９２万５０００円の減。妊婦健診事業は、健診受診者の確定と不妊治療助成

対象者減による２３５万４０００円の減額です。第３目予防費、補正額７０５万９０００円の

減額。予防接種事業は、接種者見込み減及びインフルエンザ接種償還払者増による差し引きで

３６３万２０００円の減、健診事業は、がん検診委託料確定による３０６万５０００円の減、

後期高齢者健診事業は受診者減に伴う３６万２０００円の減額です。第４目保健センター費、

補正額１０万４０００円の追加。保健センター管理運営事業、エアコンに係る水抜きドレン清

掃費の追加です。第６目環境衛生費、補正額１１６万２０００円の減額。大雪葬斎組合負担金、

前年度繰越金精算による減額です。第２項清掃費、第１目清掃総務費、補正額２８６万２００

０円の減額。大雪清掃組合負担金、前年度繰越金精算及び執行残整理による減額でございます。

第２目塵芥処理費、補正額１２８万４０００円の減額。一般廃棄物収集事業、業務委託入札減

に伴う減額でございます。第３目し尿処理費、補正額８９万７０００円の減額。浄化センター

施設改修事業、改修工事の事業費確定に伴う減額でございます。次の頁になります。第６款農

林水産業費、第１項農業費、第１目農業委員会費、補正額１９３万３０００円の減額。農業後

継者結婚相談事業、相談事業を再任用職員による執行としたための減額でございます。第２目

農業振興費、補正額６億６０８２万４０００円の追加。美瑛町農業振興機構負担金から３番目

のトマト共同育苗施設整備補助事業まで、この１から３につきましては事業費確定による減額、

それぞれの額の減額でございます。４つめ、高収益作物振興対策補助事業は産地パワーアップ

事業振りかえによる減、１０２０万円の減額です。米生産安定支援対策事業及び小麦生産安定

支援対策事業は、事業費確定によるそれぞれの額の減額です。強い農業づくり交付金事業は、

昨年台風で被害を受けた穀類乾燥調製貯蔵施設の整備補助金が採択されたことによる、美瑛町

農協への補助金の追加でございます。新規就農者技術習得管理施設整備事業及び農地保有合理

化事業は、事業費確定による減額でございます。第３目畜産業費、補正額１５３４万５０００

円の追加。家畜自衛防疫補助事業はワクチン接種見込み減による４３万２０００円の減、草地

畜産基盤整備事業は事業費確定による１５７７万７０００円の増額でございます。第４目四季

の交流館費、補正額８５万７０００円の減額。四季の交流館管理運営事業、施設に係る管理経

費見込み確定に伴う減額でございます。次の頁になります。第２項耕地費、第１目耕地整備費、

補正額８１万７０００円の減額。多面的機能支払交付金は、交付対象面積確定に伴う８１万７
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０００円の減。多面的機能支払推進交付金事業は、交付金事業内における節の財源調整でござ

います。第２目農道整備費、補正額１２８万９０００の減額。道営事業負担金、事業費負担確

定に伴う減額です。第３項林業費、第１目林業費、補正額４万円の追加。森林整備地域活動支

援推進補助事業及び未来につなぐ森づくり推進補助事業、それぞれ事業費確定によるそれぞれ

の増減でございます。第２目町有林管理費、補正額１５７万９０００円の減額。町有林管理事

業は、実質雇用者なしによる６４万７０００円の減、森林環境保全整備事業は事業費確定に伴

う９３万２０００円の減額です。次の頁になります。第７款商工費、第１項商工費、第２目商

工業振興費、補正額２７万４０００円の追加。企業振興促進補助事業、事業に基づく雇用助成

金１５５万円の追加。本町地区商店街駐車場改修事業、事業費確定に伴う１２７万６０００円

の減額です。第３目観光費、補正額４２８万円の減額。サイクルサインルート整備事業、サイ

クルサインの路面表示を既存の看板で対応したことによる１３９万４０００円の減額。四季の

情報館管理運営事業から下の白金エリア観光戦略事業までは、事業費確定に伴うそれぞれの事

業費の減額でございます。第４目交流促進施設費、補正額２１００万円の追加。道の駅改修事

業、地方創生拠点整備交付金、交付金事業採択に伴う事業費の追加でございます。第５目ビル

ケの森費、補正額１億１２５６万３０００円の追加。白金インフォメーションセンター整備事

業、交付金事業採択に伴う整備費用の追加でございます。第７目移住対策費、補正額０円。地

方創生推進交付金充当による財源調整でございます。次の頁になります。第２項文化スポーツ

振興費、第１目文化振興総務費、補正額１万９０００円の追加。文化社会教育団体等支援事業、

全国大会出場３名に係る助成金の追加でございます。第２目生涯学習推進費、補正額１５１万

９０００円の減額。人づくり育成事業、少年少女研修の事業費確定に伴う減額でございます。

第３目町民センター費、補正額１３万２０００円の追加。町民センター管理運営事業、多目的

ホール美丘のプロジェクター修繕費用でございます。第４目郷土学館費、補正額１５１万９０

００円の減額。郷土学館管理運営事業、電気料金支払い見込み減によるものでございます。第

６目保健体育総務費、補正額５０万円の減額。スポーツ振興事業、スポーツ教室の講師を自賄

いで開催実施したことによる減額でございます。第７目保健体育施設費、補正額１８万６００

０円の追加。町民プール建設事業は、基本設計事業費確定による１４万６０００円の減、スキ

ー場管理運営事業は管理人の通勤手当不足により１万４０００円の追加。スポーツセンター管

理運営事業は、電気料金の追加とボイラー機器修繕費などで３１万８０００円の追加です。次

の頁になります。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費、補正額５７４万

５０００円の減額。道路ストック点検事業は昨年台風で災害発生のため、業者確保できず未実

施による５００万円の減、白金美瑛線歩道防護柵改修事業は事業費確定による７４万５０００

円の減額です。第２目道路新設改良費、補正額１億６８８５万４０００円の減額。朗根内上俵

真布線道路改良舗装事業から、下の１１番目美沢１５線道路改良舗装事業までの１１事業につ
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いて、それぞれ事業費確定による減額と交付金採択の減に伴う整備工事の減額でございます。

それぞれ記載している額を減額補正しております。次の頁になります。第３目橋梁維持修繕費、

補正額１９３万５０００円の減額。橋梁維持修繕事業及び緑橋改修事業は、いずれも事業費確

定によりそれぞれの記載している額の減額でございます。第４目除雪対策費、補正額１５７７

万９０００円の追加。除雪対策事業は、これからの除排雪費用の見込み２０００万円の追加。

雪寒建設機械整備事業は事業費確定による４２２万１０００円の減額です。第５目交通安全施

設費、補正額３２万３０００円の追加。街路灯管理事業、町内会設置の街路灯、ＬＥＤ灯の件

数増に伴う追加でございます。第４項都市計画費、第１目街路事業費、補正額２９２０万４０

００円の減額。丸山通り線道路整備事業及び本通りポケットスペース整備事業につきましては、

いずれも事業費確定によりそれぞれの額の減額でございます。第２目公共下水道費、補正額１

０４０万６０００円の減額。公共下水道事業特別会計繰出金、繰越金計上による繰出金の減額

でございます。第３目公園費、補正額１７万７０００円の減額。丸山公園改修事業から、こと

ぶき公園改修事業までいずれも、それぞれ事業費確定による記載の額を減額するものでござい

ます。次の頁になります。第５項住宅費、第１目住宅管理費、補正額２９５万円の追加。町営

住宅管理事業、住宅室内改修費用の追加でございます。第２目住宅建設費、補正額１１７１万

５０００円の減額。北町団地２号棟建設事業から一番下４番目、空き家対策事業までいずれも

事業費確定によりそれぞれの減額でございます。第９款消防費、第１項消防費、補正額２８万

２０００円の追加。大雪消防組合負担金、事業費の整理による追加でございます。第１０款教

育費、第１項教育総務費、第２目事務局費、補正額１０５万２０００円の減額。教育助手管理

事業は、教育助手途中退職による報酬１１９万８０００円の減でございます。英語指導助手Ａ

ＬＴ管理事業、ＡＬＴに係る共済費３万円の追加でございます。教育委員会事務局管理事業は、

通勤手当不足に伴う１１万６０００円の追加です。第５目通学自動車運行費、補正額２９４万

４０００円の減額。スクールバス運行事業は運行にかかる軽油代１００万円の減、スクールバ

ス整備事業は、事業費確定に伴う１９４万４０００の減額です。次の頁になります。第２項小

学校費、第１目学校管理費、補正額２３万７０００円の追加。美沢小学校改修事業は事業費確

定による２０２万７０００円の減。小学校管理運営事業は灯油代の追加と電気料の減額、美馬

牛小の水道ポンプの修繕、美瑛小のトイレ便座改修、美馬牛小の玄関ドア補修に係る工事費な

どで、２２６万４０００円の追加です。第３項中学校費、第１目学校管理費、補正額３０００

円の追加。中学校管理運営事業は灯油代及び美瑛中学校の階段手すりの取りつけ費用７０万８

０００円の追加、美馬牛中学校改修事業は事業費確定による７０万５０００円の減額です。第

４項社会教育費、第２項公民館費、補正額５８万７０００円の減額。出会いふれあい祭り事業、

昨年の台風災害で事業中止に伴う補助金の減額でございます。第１１款公債費、第１項公債費、

第２目利子、補正額２２５４万１０００円の減額。起債償還利子及び一時借入金等利子、平成
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２６年度借入債の利率の減及び借入日の変更、借入額の減によるそれぞれの整理でございます。

第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第１目公共施設等整備基金費、補正額７３００万

円の追加。公共施設等整備基金の運用管理事業、財源確保により基金積み立てとするものでご

ざいます。第８目丘のまちびえいまちづくり基金費、補正額６２万円の追加。丘のまちびえい

まちづくり基金の運用管理事業、ふるさと納税まちづくり寄附金６０件分の追加でございます。 

続いて歳入に移ります。２７頁にお戻り願います。２７頁歳入になります。歳入第１款町税、

第１項町民税から第６項都市計画税までの補正額８９６万６０００円の追加につきましては、

それぞれ税目の課税実績による整理でございます。第１０款地方交付税、第１項地方交付税、

補正額１８５３万２０００円の追加。普通交付税でございます。特別交付税を除いた普通交付

税は、普通交付税の交付決定額４４億８３３万３０００円で、今回の補正済み額は４３億８８

２８万２０００円となり、補正後の財源保留額を２００５万１０００円と留保している状況で

ございます。第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目民生費負担金、補正額１２０４

万６０００円の追加。障害者自立支援給付費等負担金はサービス利用者対象者の増による５７

５万円の追加。児童手当負担金は支給対象者確定による３６４万４０００円の減。子どものた

めの教育・保育給付費負担金は、制度改正に伴う負担金９６０万１０００円の追加。施設型給

付費等負担金は公定価格改正に伴う負担金３３万９０００円の追加です。第２目衛生費負担金、

補正額１２３万８０００円の減額。国民健康保険基盤安定負担金、交付額決定に伴う減額です。

第２項国庫補助金、第１目総務費補助金、補正額３７２万１０００円の追加。地方創生推進交

付金でございます。それぞれ対象事業に財源充当します。第２目民生費補助金、補正額１２９

万６０００円の減額。臨時福祉給付金等支給事業補助金、対象者確定に伴う減額です。第４目

商工費補助金、補正額６６７２万７０００円の追加。中心市街地案内サイン整備事業交付金及

び本通りポケットスペース整備事業交付金、この２つは、事業費確定によるそれぞれの額の減

額です。地方創生拠点整備交付金は道の駅の改修事業、白金インフォメーションセンターの整

備事業に係る充当する追加でございます。次の頁になります。第５目土木費補助金、補正額１

億７８６６万７０００円の減額。朗根内上俵真布線道路改良舗装事業交付金から９番目の旭美

瑛線道路改良舗装事業交付金までの９事業は事業費確定による減額と、未採択事業縮小による

交付金の減でございます。道路橋梁費補助金、１億７２０５万７０００円の減額でございます。

都市計画費補助金でございます。丸山通り線道路改良舗装事業交付金から、ことぶき公園改修

事業交付金までの４事業につきましては、事業の確定により事業間の交付金を調整したもので

５７６万９０００円の減額です。住宅費補助金、北町団地建設事業交付金は交付金確定による

１６５万６０００円の追加、憩町団地解体事業交付金、公営住宅建替推進事業交付金２事業は、

事業費確定によりそれぞれの額の減額でございます。第６目教育費補助金、補正額７７万円の

追加。へき地児童生徒補助金、事業費確定による補助金の追加でございます。第３項国庫委託
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金、第１目総務費委託金、補正額１５万１０００円の追加。十勝岳火山砂防防災情報センター

管理業務委託金、電力契約先変更に伴う７５．８％分国からの負担金でございます。第１５款

道支出金、第１項道負担金、第１目民生費負担金、補正額６４４万５０００円の追加。障害者

自立支援給付費等負担金は補装具給付サービス利用者増に伴う２８７万５０００円の追加、児

童手当負担金は対象者確定による１６０万２０００円の減。子どものための教育・保育給付費

負担金は、へき地保育所児童数増による４８０万１０００円の追加、施設型給付費等負担金は

公定価格改正に伴う３７万１０００円の追加です。第２目衛生費負担金、補正額５９９万６０

００円の減額。国民健康保険基盤安定負担金及び後期高齢者医療保険基盤安定負担金、いずれ

も交付額確定によるそれぞれの減額でございます。次の頁になります。第２項道補助金、第１

目総務費補助金、補正額１５５０万円の減額。地域づくり総合交付金事業費確定による減額で

す。第２目民生費補助金、補正額２７６万６０００円の追加。老人クラブ運営費補助金は、補

助金確定による５０００円の追加。社会福祉施設災害復旧費補助金は、昨年８月台風で被害を

受けた美田保育所の災害修繕費用が一部補助金採択になったことによる追加でございます。第

４目農林水産業費補助金、補正額６億８９１５万９０００円の追加。強い農業づくり交付金は

農協の穀類乾燥施設が台風災害の整備補助金の採択を受けたことによる追加、６億８９４２万

７０００円の追加。畜産担い手育成総合整備事業補助金については、事業費確定による２７６

万円の追加。多面的機能支払交付金、こちらも事業費対象面積確定による６１万２０００円の

減額。森林整備地域活動支援推進事業補助金から森林環境保全整備事業補助金まで３事業につ

きましては、それぞれ事業費確定による追加及び減でございます。第５目商工費補助金、補正

額４８万９０００円の減額と第６目教育費補助金、補正額７万７０００円の減額は、いずれも

北海道学校・家庭・地域連携教育推進事業補助金の減額でございます。第１６款財産収入、第

２項財産売払収入、第１項不動産売払収入、補正額１３８５万７０００円の減額。立木売払収

入、災害に伴い売り払い実績が減少したことによるものでございます。第１７款寄附金、第１

項寄附金、補正額６２万円の追加。まちづくり寄附金６０件分の追加でございます。まちづく

り寄附金は１月３０日現在で申し込み件数３９８４件、累積寄附額につきましては７５６９万

７５７２円となっております。第１８款繰入金、第１項繰入金、補正額１１８８万６０００円

の減額。公共施設等整備基金繰入金から４番目の人づくり育成基金繰入金まで、４つにつきま

してはそれぞれ事業費確定によるそれぞれの額の減額です。国民健康保険特別会計繰入金、国

民健康保険税確定に伴う繰越金計上による２８万３０００円の追加です。次の頁になります。

第２０款諸収入、第４項受託事業収入、第２目農林水産業費受託事業収入、補正額１２９９万

３０００円の追加。農地保有合理化事業事務受託金及び草地畜産基盤整備事業受託金は、それ

ぞれ事業費確定による受託金の増減でございます。第５項雑入、補正額８０万円の減額。地域

支援事業、介護予防事業交付金事業費実績減に伴う交付金の減でございます。第２１款町債、
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第１項町債、第１目総務債、補正額７５０万円の減額。緊急防災減災、防災資機材整備事業債

から過疎対策ソフト分地域活性化推進事業債まで、３事業、事業費確定によりそれぞれ減額で

ございます。第２目民生債、補正額１２０万円の減額。過疎対策保育センター改修事業債、事

業費確定による減額でございます。第４目農林水産業債、補正額２５１０万円の減額。過疎対

策交通体系維持対策事業債、事業費確定による減額、１２０万円の減額です。農業債、過疎対

策トマト共同育苗施設整備補助事業債から、最後の過疎対策新規就農者技術習得管理施設整備

事業債までの事業については、それぞれ事業費確定による減額でございます。第５目商工債、

補正額４２７０万円の追加。補正予算白金インフォメーションセンター整備事業債、地方創生

拠点整備交付金採択に伴う起債の追加でございます。次の頁になります。第６目土木債、補正

額３６００万円の減額、辺地対策朗根内上俵真布線道路整備事業債から、下の１１番目、緊急

防災減災白金十勝岳線道路整備事業債までの１１事業に係るものにつきましては、交付金決定

額の減及び事業費確定により、それぞれの記載されている額の増減でございます。第７目教育

債、補正額５７０万円の減額。過疎対策スクールバス整備事業債につきましては事業費確定に

よる２８０万円の減。緊急防災減災美沢小学校改修事業債も同様に２９０万円の減です。第８

目臨時財政対策債、補正額１３１９万円の減額。臨時財政対策債、額の確定による起債の減額

でございます。 

次に２４頁の第２表繰越明許費補正になります。２４頁をお開き願います。２９年度へ繰り

越して事業を実施するものでございます。第２表繰越明許費補正。はじめに追加になります。

第２款総務費、第１項総務管理費、事業名防災活動事業、１２６万５０００円。第３款民生費、

第１項社会福祉費、事業名臨時福祉給付金支給事業、経済対策、３８９３万７０００円。第６

款農林水産業費、第１項農業費、事業名強い農業づくり交付金事業６億９３０５万２０００円。

第７款商工費、第１項商工費、事業名道の駅改修事業、地方創生拠点整備交付金、ほか１事業、

商工費計１億３３５６万３０００円。第８款土木費、第２項道路橋梁費及び第４項都市計画費、

事業名美沢１７線道路改良舗装事業、経済対策、ほか３事業の計、土木費計２億２８５０万円。

上記９事業の合計１０億９５３１万７０００円です。次に変更になります。１２月の議会定例

会及び２月の臨時議会で議決をいただきました、繰越明許費の事業金額の変更になります。第

１３款災害復旧費、第１項公共土木施設災害復旧費、事業名公共土木施設災害復旧事業、変更

前金額２億５０００万、変更後、金額７億８１７２万２０００円。第２項農林業施設災害復旧

費、事業名農業施設災害復旧事業、変更前金額６５００万円、変更後金額６２６３万５０００

円。合計変更前金額３億１５００万、変更金額８億４４３５万７０００円。続きまして第３表、

地方債の補正になります。２５頁、２６頁、次の頁になります。町債の総額から４５９９万円

を減額し、地方債の総額を１９億４０１１万円とするものでございます。起債の目的、変更前

限度額、変更後限度額のみ申し上げ、個別の起債事業名は省略させていただきます。第３表地
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方債補正、変更、起債の目的、緊急防災減災事業、変更前限度額３億４１５０万円、変更後限

度額３億２５００万円。辺地対策事業、変更前限度額１億５６００万円、変更後限度額１億６

０５０万円。過疎対策事業、変更前限度額７億２３８０万円、変更後限度額６億６０３０万円。

次の頁になります。臨時財政対策債、変更前限度額２億５５２０万円、変更後限度額２億４２

０１万円。補正予算債、変更前限度額３億２０１０万円、変更後限度額３億６２８０万円。合

計、変更前限度額１９億８６１０万円。変更後限度額１９億４０１１万円でございます。なお

起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じでございます。２２頁、２３頁の第１表、歳入

歳出予算補正についての説明は省略させていただきます。以上で議案第７号の提案理由の説明

を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    次に、議案第８号についての提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉保健福祉課長。 

（保健福祉課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）    議案第８号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議

案集は６３頁から６８頁になります。このたびの補正予算は、繰越金の確定に伴う整理及び国

民健康保険税の収入増により、一般会計の繰出金の増額補正を行うものです。それでは議案条

文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明をいたします。初めに歳出からです。

６７頁、６８頁をお開きください。歳出、第２款諸支出金、第２項繰出金、第１目一般会計繰

出金、補正額２８万３０００円の追加です。国民健康保険税の収入増、繰越金の増に伴い一般

会計へ繰り出しを行うものでございます。次に歳入の説明をいたします。６５頁、６６頁にお

戻りください。歳入、第１款国民健康保険税、第１項国民健康保険税、第１目一般被保険者国

民健康保険税、補正額２万５０００円の追加です。国民健康保険税滞納繰越分の収入増により

増額補正を行うものです。第２款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金、補正額２５万８００

０円の追加です。繰越金の確定に伴う増額補正になります。６４頁の第１表歳入歳出予算補正

は、説明を省略させていただきます。以上で議案第８号の提案理由の説明を終わります。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、課長、そのままお願いします。 

次に、議案第９号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

課長、続けてください。 

○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）○保健福祉課長（小杉昌敏君）    議案第９号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議
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案集は６９頁から７４頁になります。このたびの補正予算は、歳出では、老人保健施設運営費

貸付金の額の確定及び、施設維持補修工事費の確定による減額補正、歳入では、貸付金の減額

に伴う貸付金元利収入の減及び繰越金の確定に伴う補正と、一般会計繰入金の財源調整による

ものであります。それでは議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。初めに歳出からで

す。７３頁、７４頁をお開きください。歳出、第１款施設事業費、第１項管理費、第１目一般

管理費、補正額１７２９万円の減額です。真空ヒーター取り替え工事の執行残に伴う減額及び

老人保健施設運営費貸付金の減に伴う補正であります。第２款公債費、第１項公債費、第１目

元金、補正額はなく、繰入金と一般財源の財源調整であります。次に歳入のご説明をいたしま

す。７１、７２頁にお戻りください。歳入、第２款繰入金、第１項繰入金、第１目一般会計繰

入金、補正額３４万２０００円の減額です。企業債の償還額確定及び事業費確定による一般会

計繰入金の減額補正になります。第３款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金、補正額５万２

０００円の追加です。繰越金の確定に伴う増額補正になります。第４款諸収入、第１項貸付金

元利収入、第１目貸付金元利収入、補正額１７００万円の減額です。貸付金の確定による貸付

金元利収入の減額補正になります。なお、７０頁の第１表歳入歳出予算補正は説明を省略させ

ていただきます。以上で議案第９号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    次に、議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

中島水道整備室長。 

（水道整備室長 中島 二郎君 登壇） 

○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）    おはようございます。議案第１０号の提案理由につきましてご

説明を申し上げます。議案集の７５頁から８０頁になります。初めに７５頁をお開きください。

今回の補正につきましては、歳入におきまして、泉源使用料の減額及び繰越金の額確定に伴う

財源調整でございます。歳出におきましては、一般管理費で不用額の整理と消費税納付金の追

加、泉源管理費では不用額の整理と負担金の追加及び基金積立金の追加をお願いするものでご

ざいます。以下、議案を朗読をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明を申し上げます。７９頁になります。

歳出でございます。第１款総務費、第１項総務管理費、補正額２６万７０００円の追加でござ

います。共済費では不用額の整理、公課費は消費税及び地方消費税中間納付金の追加でござい

ます。第２款泉源施設費、第１項泉源管理費、補正額１１５万２０００円の減額であります。
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需用費で修繕料及び光熱水費に係る不用額の整理と、負担金及び交付金では分湯負担金を追加

するものでございます。第４款基金積立金、第１項基金積立金、補正額７７万１０００円の追

加であります。泉源改修に備えた基金積立額の追加でございます。次に歳入の説明を行います。

７７頁をお開きください。歳入でございます。第２款泉源使用料、第１項使用料、補正額４９

万９０００円の減額であります。実績見込みによる整理でございます。第４款繰越金、第１項

繰越金、補正額３８万５０００円の追加であります。前年度繰越金の確定によるものでござい

ます。７６頁の第１表歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。以上で議

案第１０号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    室長、そのままお願いします。 

次に、議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、中島水道整備室長。 

○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）    議案第１１号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。

議案集の８１頁から８７頁になります。初めに８１頁をお開きください。今回の補正は、歳入

におきましては繰越金の額確定に伴う財源調整と、本年度のコンポストヤード整備事業費確定

に伴います町債、補助金の減額をお願いするものであります。歳出におきましては一般管理費

で人件費の執行残の整理、終末処理場管理費につきましては電気料の追加及び建設事業費で事

業費確定に伴う減額をお願いするものでございます。以下議案を朗読をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出、補正予算事項別明細書の歳出からご説明を申し上げます。８６頁をお開き

ください。歳出でございます。第１款下水道事業費、第１項下水道管理費、第１目一般管理費、

補正額３２５万２０００円の減額であります。共済費、退職手当組合及び福祉協会負担金の整

理でございます。第２目終末処理場管理費、補正額７４万５０００円の追加であります。処理

場高圧電力契約先変更に伴います、電気料の追加でございます。第２項事業費、第１目建設事

業費、補正額９０１万８０００円の減額であります。下水汚泥コンポストヤード整備に係る事

業費確定に伴います手数料、工事監理委託及び、工事請負費の減額と、下水道事業計画認可変

更に伴います委託料の執行残の整理でございます。第２款公債費、第１項公債費、補正額９４

万６０００円の減額であります。起債償還利子の額確定による減額でございます。次に歳入の

説明を行います。８４頁をお開きください。歳入でございます。第３款繰入金、第１項繰入金、

補正額１０４０万６０００円の減額であります。歳出補正の財源整理によるものでございます。

第４款繰越金、第１項繰越金、補正額６６３万３０００円の追加であります。前年度繰越金の

確定によるものでございます。第６款町債、第１項町債、補正額４２０万円の減額であります。

事業費確定に伴います、町債の減額でございます。第７款国庫支出金、第１項国庫補助金、補
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正額４４９万８０００円の減額であります。事業費確定に伴う国庫補助金の減額でございます。

次に８３頁に戻りまして、第２表地方債補正についてご説明を申し上げます。下水汚泥コンポ

ストヤード整備に係る、本年度分の事業費確定に伴います、限度額の変更をお願いするもので

ございます。それでは朗読をいたします。第２表地方債補正、変更、起債の目的、変更前限度

額、変更後限度額のみ申し上げます。起債の目的、公共下水道事業、変更前限度額９０４０万

円、変更後限度額８６２０万円。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更は

ございません。８２頁の第１表歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。

以上で議案第１１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    室長、そのままお願いします。 

次に、議案第１２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、中島水道整備室長。 

○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）○水道整備室長（中島二郎君）    議案第１２号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。

議案集につきましては８８頁から９２頁になります。初めに８８頁をお開きください。今回の

補正は、収益的支出では災害に係る応急復旧等の減額と、資産、除却費用の追加をお願いする

ものでございます。収益的収入では営業収益では給水工事に係る材料売却費等の追加、営業外

収益では、業務量確定に伴い、整理をするものでございます。資本的支出では、建設改良費で

事業費確定に伴い減額をお願いするものでございます。資本的収入では、国庫補助金、工事負

担金及び企業債において事業費確定に伴う減額をお願いするものでございます。以下議案を朗

読をさせていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、平成２８年度美瑛町水道事業会計補正予算説明、収益的収入及び支出の、支出よりご

説明を申し上げます。９１頁をお開きください。支出でございます。第１款水道事業費用、第

１項営業費用、第１目原水及び浄水費、補正額３８２万円の減額。災害応急に係る燃料費委託

料、それと各浄水施設に係る光熱水費の不用額を整理するものでございます。第２目配水及び

給水費、補正額２０４万７０００円の減額。備消耗品費、修繕費ともに不用額の整理でござい

ます。材料費につきましては業務確定に伴う整理でございます。第３目総係費、補正額５４９

万円の減額。手当、法定福利費、引当金繰入費、旅費につきましては、職員人件費等に係る整

理でございます。会費及び負担金につきましては、水道協会災害応援にかかる費用の整理でご

ざいます。第４目減価償却費、補正額５１万６０００円の追加。建設工事完了に伴う償却費の

追加でございます。第５目資産減耗費、補正額１２１万１０００円の追加。建設工事完了及び

災害に伴う資産の整理でございます。第２項営業外費用、補正額４００万円の減額。消費税及

び地方消費税額確定に伴う減額でございます。次に収入についてご説明をいたします。９０頁
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になります。収入でございます。第１款水道事業収益、第１項営業収益、補正額９１万１００

０円の追加。手数料、原材料売却収益ともに給水装置工事件数の増に伴う追加でございます。

第２項営業外収益、第１目他会計負担金、補正額２万９０００円の減額。業務確定に伴う下水

道会計負担金の整理でございます。第２目他団体負担金、補正額３０万円の減額。消火栓修繕

箇所が皆無であったことから、消防組合負担金の整理をするものでございます。第５目長期前

受金戻入、補正額４万５０００円の追加。業務確定に伴う整理でございます。第６目雑収益、

補正額５６万５０００円の追加、公用車事故に伴う共済金でございます。次に、資本的収入及

び支出の、支出よりご説明を申し上げます。９２頁になります。支出でございます。第１款資

本的支出、第１項建設改良費、補正額１億１７０万円の減額。工事請負費におきまして、災害

復旧工事を２カ年での施行としたことに伴う執行残の整理と、委託料につきましては、入札に

伴う執行残の整理でございます。次に収入についてご説明申し上げます。収入、第１款資本的

収入、第１項国庫補助金、補正額１１９万６０００円の減額。災害復旧事業に係る財源の整理

でございます。第３項工事負担金、補正額３１６万８０００円の減額。事業費確定に伴う減額

でございます。第４項企業債、補正額２５５９万円の減額。災害復旧事業に係る財源整理でご

ざいます。以上で議案第１２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    次に、議案第１３号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、平間町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 平間 克哉君 登壇） 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    それでは、議案第１３号の提案理由につきましてご説明申

し上げます。議案集につきましては、９３頁から９７頁になります。今回の補正につきまして

は、今年度入院、外来とも当初予定を下回る見込みとなったため、事業予定量の減員補正、収

益的収入及び支出では、収入においては入院及び外来患者数の予定量減少などによる医業収益

の減額、長期前受金戻入が減少したこと等による医業外収益の減額。支出においては、給与費、

材料費及び経費等の減額補正、資産整理に伴う減価償却費の減額補正、及び引当金繰入費の減

額補正等をお願いするものでございます。最初に議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

初めに収益的支出についてご説明をさせていただきます。９６頁をお開き願います。第１款

病院事業費用、第１項医業費用であります。第１目、給与費、補正額６２３４万円の減。職員

給与並びに職員手当につきましては、職員の退職不補充に伴う支給額の精査、事務員にあって

は会計間異動に伴う支給額の精査によりそれぞれ減額をお願いするもので、賃金につきまして

は、配置の見直し、退職に伴う採用減により減額するものでございます。報酬につきましては、

嘱託医師の増員及び欠員となっている医療技術職の嘱託技師雇用に伴う増額でございます。ま
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た、法定福利費につきましては、職員の退職によるもの及び各種負担金率の変更等の精査に伴

う減額でございます。第２目材料費、補正額１０５０万円の減。薬品につきましては廉価購入、

特にジェネリック医薬品への移行等に伴い減額するもので、診療材料費及び給食材料費につき

ましては、昨年２月より導入しました療養病床の患者増に伴う増額でございます。第３目経費、

補正額１１００万円の減。消耗品費につきましては、購入数の縮減等による減額。燃料費につ

きましては、重油燃料購入単価の減による減額。修繕費につきましては、医療機器の修繕見込

み額の減による減額であります。また、賃借料につきましては、酸素濃縮機器借り上げ及びそ

の他医療機器借り上げの執行見込みの減による減額をするものでございます。第５目減価償却

費、補正額４００万円の減。除却対応等による資産整理に伴い減額補正をするものです。第８

目引当金繰入費、補正額７０万円の減。平成２９年６月期支給の期末勤勉手当に係る不用額を

減額するものであります。次に、第２項医業外費用でございます。第１目支払利息及び企業債

取扱諸費、補正額３６万円の減。借入利息確定による実績により減額するものでございます。

次に、収益的収入でございます。９５頁にお戻りください。第１款病院事業収益、第１項医業

収益であります。第１目入院収益、補正額３５９９万６０００円の減。入院収益につきまして

は、今年度のこれまでの入院患者数が当初予定を下回って推移していることから、年間の延べ

入院患者数を当初比で５４５５人減員し、これに伴い収益の減額をお願いするものでございま

す。第２目外来収益、補正額３５００万円の減。外来収益につきましては、今年度のこれまで

の外来患者数が当初予定を下回って推移しているところから、年間の延べ外来患者数を当初比

で６６９５人減員し、これに伴い収益の減額をお願いするものでございます。第３目その他医

業収益、補正額６００万円の減。室料差額収益につきましては個室の減によるもの、医療相談

収益につきましてはドック成人病検診等の減によるものであり、また、その他医業収益につき

ましては、患者への文書交付料の減による減額補正をお願いするものであります。次に、第２

項医業外収益であります。第３目患者外給食収益、補正額２０万円の減です。実績見込みに伴

う減額であります。第４目長期前受金戻入、補正額１６０万円の減。固定資産除却の資産転移

にかかる償却残存額を長期前受金として精算したものを減額補正するものでございます。第５

目その他医業外収益、補正額２０万円の減。医師住宅の未使用による収入減による減額であり

ます。以上、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これで７案件についての提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。初めに、７案件に関連する事項についての総括質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで、７案件に関連する総括質疑を終わります。 

次に、議案第７号についての総括質疑を許します。 
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質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第７号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第７号について質疑を行います。議案集３７頁から４０頁まで、初めに、平成２

８年度美瑛町一般会計補正予算の歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出、第１款議会費及び第

２款総務費について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。次に、議案集４１頁から４４頁まで、第３款民

生費について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。次に、議案集４３頁から４６頁まで、第４款衛生費に

ついて質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。次、議案集の４７頁から５０頁まで、第６款農林水産

業費についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番野村祐司議員。 

○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）    ７番野村でございます。よろしくお願いいたします。６款１項２目農

業振興費について質問させていただきます。農業は、産業の中心として位置づいていて、それ

ぞれ予算を計上していただいてるというように、感謝しているところでございます。（５）番

の米の生産安定対策事業でございますが、４５０万ほど減額補正をしておりますが、これらの

要因についてもう少し詳しくお知らせをいただき、説明をいただきたいと思っております。以

上でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、大西農林課長。 

○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    ５番の米生産安定支援対策事業の内容についてご説明をさせていた

だきます。当初予算につきましては、１０００町歩×２５００円、反２５００円ですね、予算

を計上させていただいておりましたけれども、精査をいたしました結果、対象面積が８１９．

２８ヘクタールが決定された面積となりましたので、その総額となります４５１万８０００円
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の減額をさせていただくものでございます。よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）    出荷割合ということでございますので、それぞれ、美瑛町には、農協

のほかに、第１集荷業者がございますので、これらの第１集荷業者の皆さんの出荷割合も、こ

の中に包含して算定をしているということで確認をさせてもらってよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    大西農林課長。 

○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    出荷割合といいますか、これは面積に対してでございますので、数

量ではございませんので、美瑛町内でされているお米の生産されて、出荷されたもの全てに対

応しているというふうにご説明をさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ７番野村委員。 

○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）    次の小麦生産安定対策事業でございますが、８５０万、それぞれ減額

補正をしておりますが、このことにつきましては全額減額補正をしてるんですが、これは秋小

麦で７００万、春まき小麦で１４０万ほど、事業概要で見ておりますが、これは、事業確定に

よる減額というふうに説明がありましたが、これは支出はされていないからでしょうか。これ

の説明をお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    大西農林課長。 

○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    はい、小麦生産安定支援対策事業につきましては、ＪＡさんが２８

年から３０年までにですね、昨年、２８年度に被災を受けました穀物乾燥貯蔵施設の改修を行

う計画をされておりましたので、これに伴います、利用者の方々の負担の軽減を図るために、

２８年から予算を計上させていただいたところでございますが、２８年の台風による、施設の

被害を受けましたので、施設の復旧に伴いまして、当初予定しておりました施設の更新、更新

といいますか修繕等についてが、国の事業で賄えることになりましたので、町の単独事業で計

上しておりました安定支援対策事業につきましては必要がなくなったということで減額補正

をさせていただくものでございます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    野村議員、３回目ですので権利がありません。他にありませんか。 

（「はい」の声） 

２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）    はい、２番中村です。同じく６款２項の１の（７）ですね、強い農業

づくり交付金事業、これはＪＡの施設ということを伺ってますけども、この内容についてもう
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少し、原因等それからその内容、事業内容についてお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    大西農林課長。 

○農林課長（大西○農林課長（大西○農林課長（大西○農林課長（大西能正君）能正君）能正君）能正君）    はい、強い農業づくり交付金事業の６億８９４２万７０００円でご

ざいますけれども、これにつきましては、２８年８月の台風によりまして、穀物乾燥貯蔵施設

の被災を受けました。これの復旧に伴います国の事業が、強い農業づくり交付金事業でござい

ますので、これを受けることができましたので、全体の事業費が１４億８９１６万３４００円、

これの税金を抜いたものの２分の１が、今回の６億８９４２万７０００円という額になります。

ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ２番中村議員。 

○２番（中○２番（中○２番（中○２番（中村倶和議員）村倶和議員）村倶和議員）村倶和議員）    はい。ＪＡの、あそこの施設の場所についてですけども、あそこは、

今回の大雨による増水によって冠水したというふうに伺ってますけども、その内容の技術的な

検討はまだ議会には何ら提出されておりません。そして、あそこの置杵牛川というのは、美瑛

川との大きな湾曲部の中に合流するわけですから、過去においても何度もそういうことが、現

象があったと伺っております。今回この６億８９００万の中にですね、増水による敷地内に流

入した場合のそういう防御施設というのも含まれてるんでしょうか。何らかの防御施設、例え

ば自家排水だとかですね、それから水門も含まれるかもしれませんから、そっちの方は河川に、

河川施設としての置杵牛川、それから美瑛川は一級河川ですから、おいておくとして、置杵牛

川に対する附帯施設としてのポンプ場とは別にですね、ＪＡの自己防御としてのポンプ施設そ

の他、冠水対策、施設、そういうものは計上されてるんでしょうか。伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、大西農林課長。 

○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    はい。この事業につきましては、被災を受けた施設の原形復旧まで

を認めていただく事業でございます。これにつきましては、この事業が、金額が妥当かどうか

につきましては、国から査定官が来られまして、この事業費の決定について現地を見て査定を

していっておりますので、内容につきましては、被災を受けた内容につきましては、荷受施設

が５カ所、それから乾燥施設が７基、それから籾摺り設備５式、あとサイロ、タンクが２カ所

ほどありますが、それ以上の詳細については今のところそれ以上もらっておりませんけれども、

そういったものが対象になるということでございます。あくまでも農協の施設が対象になって

います。ただし、その河川に対する対策につきましては、これにつきましては開発建設部のほ

うで、あそこの洪水対策といいますか、ポンプ場の設置ですとか、そういったことについては

河川側の管理者のほうで対策していただけるというふうになっております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）    ２分の１が国の補助ということですけども、金額がかなり大きな金額

が割り当てられるわけです。そこでですね、その内容をですね、資料として、やはり、ここに

添付して、今後ですけども、いただきたいと思います。それからもう一つは、今後、ＪＡさん

はですね、将来計画っていうことはやはり当然考えていると思うんですけども、これから先の

大雨洪水ですね、そのお話は何らかの形がありましたか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、大西課長。 

○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）○農林課長（大西能正君）    はい、ＪＡさんのほうには、あそこは美瑛町の市街地といいますか、

１番低いところになるということで、そこに大きな施設が固まっているといったとこでござい

ます。これらの施設についてですね、それを安全なところに移設をするというのはこれは現実

的な話になりませんので、農協さんといたしましては、今後の新しく考えていく施設について

は、そういった影響の受けない、受けないところを選定をして、そちらのほうに整備を図って

いくという計画を持っていきたいというふうに聞いております。現施設につきましては、古い

施設もございますけれども、トマトの選果施設とか、新しいものもございます。こういったも

のにつきましては、河川管理者のほうとですね、連携を図りながら対応していくということで

話を伺っております。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、他にありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    午後１時２０分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１１時５６分） 

再開宣告（午後 １時２０分） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    美瑛小学校の皆さんが２０分ということで予定をしておりました。ま

だ見えませんけども随時来ると思いますので、よろしくお願いします。 

休憩前に続いて会議を再開します。 

質問を続けます。次に議案集５１頁から５４頁まで。第７款商工費についての質疑を許しま

す。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の５５頁から６０頁まで。第８款土木費及び第９款消防費についての質疑を許し
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ます。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に進みます。 

次に議案集５９頁から６２頁まで。第１０款教育費から第１２款諸支出金までについての質

疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集２７頁から３２頁まで。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入、第１款町税から

第１８款繰入金までについての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に、議案集３３頁から３６頁まで。第２０款諸収入、及び、第２１款町債についての質疑

を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、７番野村祐司議員。 

○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）○７番（野村祐司議員）    ７番野村です。よろしくお願いします。２１款１項１目総務債の中の

総務管理債、緊急防災減災でございますが、当初から５００万の減額でございますが、これら

の大きな要因についてご説明をいただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、鈴木総務課長。 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）    緊急防災減災、防災無線整備事業債の５００万のことだと思います。

こちらにつきましては、当初予算が８２７０万ほどでありまして、６月の定例会で、請負契約

その際に７７７０万ほどの請負契約の議案をあげてございます。この内容につきましては、市

街地における戸別受信機１５００戸の受信機のものでございまして、入札減によるもの、それ

から、役場４階にアナログ回線のアンテナと受信機があるんですけども、本年、この工事終了

すると同時にアナログ回線を撤去する予定でいたんですが、まだ市街地内の屋外マストがアナ

ログ回線のまんまなものですから、これについての工事を見送ったものが減でありまして、そ

の分が５００万円でございます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集の２４頁から２６頁まで。第２表繰越明許費補正及び第３表地方債補正について

の質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に、議案集２１頁から２３頁まで。平成２８年度美瑛町一般会計補正予算の条文及び第１

表歳入歳出予算補正についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第７号についての質疑を終わります。 

次に、議案第８号についての質疑を行います。議案集の６３頁から６８頁まで、平成２８年

度美瑛町国民健康保険特別会計補正予算の条文と、第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出補正

予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第８号について質疑を終わります。 

次に、議案第９号についての質疑を行います。議案集６９頁から７４頁まで、平成２８年度

美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算の条文と、第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出補

正予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第９号について質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について質疑を行います。議案集７５頁から８０頁まで、平成２８年度

美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算の条文と、第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出補正予

算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第１０号についての質疑を終わります。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    休憩します。 

休憩宣告（午後 １時２６分） 

再開宣告（午後 １時２６分） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    それでは再開をします。次に、議案第１１号についての質疑を行いま
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す。議案集８１頁から８７頁まで。平成２８年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算の条

文と、第１表歳入歳出予算補正及び第２表地方債補正並びに、歳入歳出補正予算事項別明細書

の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで、議案第１１号について質疑を終わります。 

次に、議案第１２号についての質疑を行います。議案集８８頁から９２頁まで。平成２８年

度美瑛町水道事業会計補正予算の条文、補正予算説明全般についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで、議案第１２号について質疑を終わります。 

次に、議案第１３号についての質疑を行います。議案集９３頁から９７頁まで。平成２８年

度美瑛町立病院事業会計補正予算の条文と補正予算説明全般についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

９番、和議員。 

○９番（○９番（○９番（○９番（和浩幸議員）和浩幸議員）和浩幸議員）和浩幸議員）    ９番和でございます。私からは３点お尋ねをさせていただきます。

まず１点目でございます。議案によりますと、１日平均の入院患者、同じく１日平均の外来患

者数が予定量よりも減少し、それに伴いまして収益も減額での補正となっております。患者数

の減少の傾向はここ数年続いておりまして、大きな課題となっておりますが、今年度もまたこ

こに歯止めがかからなかったのかなと、いうふうに思っているところでございます。本年残念

ながら、大きな減額補正となっておりますけれども、この患者数減につきましての要因をどの

ように分析されているのか、まず第１点お伺いをいたします。２点目でございます。このよう

な、患者数減少の中で、町立病院では療養型病床導入をし、ベッドの利用率の向上を図られて

いるところでございます。療養病床につきましては多くの町民の方からも、希望もありますし

期待もあり、これからの運用を注目されているところでございますけれども、この当該年度に

おけます療養病床の利用状況と、今後収益向上に向けての、収益向上が期待できるかどうかに

ついての見通しについてお尋ねをさせていただきます。３点目でございますけれども、町長の

行政報告の中にもございました、医療機器発注をめぐります官製談合防止法違反事件の刑事訴

訟が最高裁のほうで判決が下り、元職員の有罪が確定をいたしました。訴訟が継続中の場合で

ありましたら推定無罪の原則が適用されておりますので、なかなか発言するのも難しいかなと

思っておりましたけども、今回、刑が確定をされたことをもちまして、町立病院といたしまし

て、今回の事件につきまして、どのような責任のとり方、捉え方、管理責任についてお考えに
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なっているのか、その見解についてお尋ねをいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、平間町立病院事務局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    今の和議員のですね、質問に対してお答えをさせていた

だきたいというふうに思います。まず１点目、１点目のですね、病院の事業量の減ということ

に対しましてまず、お答えをさせていただきたいと思いますが、まず１点目の部分ですが外来

につきましてですが、外来につきましてはですね、以前から申しておりますように、全体的に

は医師不足が底辺にございます、そのうえにですね、医療、今の医療の中の専門科部分、要す

るに、専門医にかかりたいというニーズが強くなっている状況もございます。そういう中でで

すね、どうしてもですね、近隣の大都市の専門医のほうに患者が流れていく部分というのがま

ず、その中には含まれているのかなというふうには分析をしております。あともう１点、全体

的にはですね、今高齢者の部分で肺炎予防を含めましてですね、予防が推進されているという

部分で転倒だとかそういう部分も含めましてですね、全体数としてはですね、うちの外来数が

高齢者が含む部分が大きいですので、その部分が減員の要因かなというふうな形で分析をして

おります。あと、入院に関しましては、あくまでもこの最初の想定がですね、ありまして、町

外からの昨年２月に療養病床に取り組みまして、もう少しですね、当初よりですね、町外から

の転院がもう少し進むというふうに予測しておりましたけれども、なかなかですね、町外から

の移動というものがなかなか進まないという現状の中で、年間通して今積み上げてきていると

いうような状況にございます。昨年がですね、２７年度の利用が４４％程度ということで病床

利用率がかなり下がっておりましたけれども、現在、現在におきましては累積でですね、平成

２８年途中経過ではございますけれども、５０％以上の病床利用というふうに回復をさせてい

ただいております。１月につきましては特に冬期は増えまして、一般・療養は、二病棟あわせ

まして、現在６０％ぐらいの中で推移をしておりまして、今日現在におきましても５７名とい

うことの患者数の中で推移をしております。今後につきましても、入院の状況見ながらという

ことになりますけれども、療養病床導入に当たりましては、当初の目的としては、収益的には

ですね、劇的な回復というふうにはなかなかならないけれども、できれば多くの町民に使って

もらえる、広く利用してもらえるような形を、という大きな目標の中で療養病床に取り組んで

おります。その意味ではですね、少しずつではありますけれども、目的であります、広く使っ

ていただく、町民に多く使ってもらって、町内で医療を進めていく環境を提供するということ

の大きな目標についてはですね、近づいていっているのかなというふうには感じております。

収益的にはなかなかですね、厳しいものがございますけれども、療養病床におきましても医療

区分のコントロールをするだとかですね、できるだけ収益の高い部分で患者のですね、医療サ

ービスを提供できるような形を今進めておりますので、今後、収益的にも少しでもありますが、
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積み上げていきたいというふうに病院側では考えてございます。３点目のですね、レントゲン、

放射線技師の関係でございますけれども、行政報告にございましたように、２月１５日をもち

まして、最終的な判決確定ということでございます。そういうことでございますので、当然の

ようにですね、地方公務員の欠格条項ということでございまして、失職という、職員の内容に

なってございますけれども、町立病院といたしましてもですね、今後こういうことが起きない

ようにということで、院内できちっとした徹底したですね、職員の管理を行いながらですね、

対処していきたいという部分でございます。最終的にですね、町立病院としてどうするんだと

いうことでございますけれども、その辺をきちんと進めた中で、今後二度とこのようなことが

起きないというような院内体制を構築した上で進めたいと思っております。なお、職員が一人

欠員になっておりましたけれども、これにつきましては、医療提供サービスが落ちないように

ということで、現在４月１日を採用するということで、町民の皆様にですね、負担のならない

医療提供ができる体制を新たに構築するという予定でおります。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ９番、和議員。 

○９番（○９番（○９番（○９番（和浩幸議員）和浩幸議員）和浩幸議員）和浩幸議員）    では、再質問２点させていただきます。まず、収益の減少分について

でございますけれども、減額に伴いまして、支出のほうも減額となっておりますけれども、単

純に患者さんが少なくなって、それに伴い支出が同額減れば、とんとんであるという考え方も

できるんですけれども、例えば人件費を見てもそうですけれども、患者数如何にかかわらず、

一定固定の経費というのは当然かかると理解しておりますし、そういう意味では患者さんが少

なくなるということで、経営に対する、悪要因の一つになるなという心配をしております。こ

の当該年度で減額となりましたけれども、経営について、困難な状況に直面したことがあると

か、行き詰まるという表現は悪いかもしれないですけれども、やりくりがきつくなっていると

か、そういうような現状はおありでしょうか。また、流動資産の中で、例えば現金預金の取り

崩しを行って対処していると、そのような現状であるのかどうかについて、１点再質問させて

いただきます。もう１点、刑事事件の判決のことでございますけれども、この事件を受けまし

て再発防止に取り組んでいるというのは私も理解しているところでございます。一義的にこの

犯罪を犯した職員の方に責任があるというのも、当然のことでございます。ただ私がお尋ねし

たのは、職務に関する中で起きた事件のことでございますので、病院という組織として、責任

を問わないのかどうかという点を、１回目お尋ねしたわけでございまして、再度お尋ねをさせ

ていただこうと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、平間病院事務局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    まずですね、１点目の経営の部分についてお答えをさせて
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いただきたいというふうに思います。確かにですね、毎年ですね、毎年、いまの経営の収支の

中で議員がおっしゃられるようにですね、収入が減るということと、あと支出はですね、極力

抑えるということで、やっておりますけれども、それでも収支のバランス的には厳しいものが

あるということがございます。その中でですね、流動資産、特にですね現金運用の部分につい

ては、そこを現金運用の部分についてはですね、特に目減りをしている部分がございますけれ

ども、今のところですね、当該年度におきましてはですね、町の負担金等もございますので、

その中でですね、何とかですね、次年度に向けて、経営をまだ展開していけるというふうにな

っておりますので、今後もですね、厳しい経営環境の中でございますけれども、収入と支出を

できるだけバランスよく、組み立てながらですね、進めてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、２番目について、浜田町長のほうから答弁あります。 

○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田    哲君）哲君）哲君）哲君）    まずあの、経営関係についてはですね、基本的に、町立病院は美瑛町の

住民の健康を守る、本当にこう一番の要となる施設でありますから、そういう意味では、住民

の方々のかかりつけ医というような性格を持ってもらえながら、安心して美瑛町で住んでいた

だける、そんなまちづくりに重要な施設であるというふうに、最大限の認識をしているという

とこであります。そういった面から、最近こういろいろと各地で病院の問題等出ていますけど

も、美瑛町ではそういった赤字の部分を抱えながら、やっていくと、つまり経理上の経営上の

赤字を持ってやっていくというようなことはありませんので、その部分については、今の時点

で何か不安がないと、不安はあるということではないと、ないというふうにお答えをさせてい

ただきたいと思います。それからですね、患者さんの数についてはですね、昨年ちょっと要因

がありまして、ノロウイルスとか、そういった部分が発生してですね、ちょっと一時的に減ら

すようなこともありました。それから、もう一つは去年そういった医療体制の、入院体制の整

備をしたということで、新たな計画を、町長病院の運営計画を作りましたんで、そういう部分

で少しこう誤算があったというふうにご理解いただきたいというふうに思ってます。そんなこ

とから、町立病院の運営についてはですね、今後も、お医者さんが少ないとかいろいろな要素

があったり、看護師さんがなかなかこう、いろんなところで看護師さんの取り合いをするよう

な状況がありますんで、我々としては十分に注視しながら、今後とも病院運営していきたいと

いうふうに思ってます。それから事件の関係でありますけども、この部分についてもですね、

我々も判決を十分に確認をしてきたところでありますけども、基本的に財政的な部分ですとか、

それから経営的な部分で美瑛町に損害を与えたというふうな実例ではありません。基本的にそ

の、今回犯罪に問われた部分についてはですね、非常に個人的な要素が強くて、自分が持って

いる立場とそれから相手のつながる、病院の個人的なつながりの部分を、非常にこう目の見え

ない形で深めていったということであります。しかし、町立病院の財政的な経営的な運営の中
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で大きな損害を与えるような、何か損害を与えるような、発生はしてないと、罪状の認定でも、

ちょっとこれ不思議なんですけども、価格、購入価格が必要以上に安く買われたというような

言い方をされています。そういう形ですので、町としては、再発防止とそれからやはり個人的

なモラルの確立、こういった部分について適切に今後運営の部分に生かしていきたいと、反省

をしながら生かしていきたいというふうに考えているとこであります。以上であります。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、ほかにありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、１０番、穂積議員。 

○１０番（穂積○１０番（穂積○１０番（穂積○１０番（穂積    力議員）力議員）力議員）力議員）    １０番、関連質問なんですけど、ただいま局長から、そして、町長

からも、答弁がありました。まず、私はいつも最初に言いますけど、町立病院のことに対しま

しては、何とか支えて守っていきたいという立場で、機会あるごとに私は発言してきたつもり

です。そういった中で、今回あえて質問をせざるを得ないというかね、今回こういういろんな

仕組みが変わった、先ほど町長からも出たように、病院の中の、別な、ノロウイルスとかそう

いう、そういうことはあったとしてもですね、私の耳にもなんていうんですか、あまりいい町

民の声が聞こえてこないんですよね。だから、結局、病院の、入院、医者が少ないから、入院

を制限してるのか、それとも、医者が少ないから受け入れを大きく受け入れていないのか、そ

ういったいろんな面の話を聞いたときにですね、どうも、例えばの例ですよ、金曜日に具合悪

くて、運ばれていくんですよ、病院にね、そして、診察してね、そして、もう大丈夫ですよっ

て、帰されるっていうんですね。それを、何とかこういう状態で大変だがら、月曜日まで面倒

見てくれよと、そして月曜日を待たないで、その患者が亡くなったということまで、私のほう

に連絡が来てます。例えばですよ、それはただの一例かもしれませんけど、私は、数少ない話

の中で、そういうことがほかにもあるっていうことも、私の耳に入ってきてるんですよね。問

題はそのことはどうだじゃなくて、真剣に、忙しいのはわかるけれど、幹部の人たちだけでも

ね、絶えずそういう誤解の与えられないような、対策をしているのか、話し合いしているのか。

局長だけが必死で頑張ったってこれは解決できないことね。いいですか。何もかにも全部悪い

なんて言ってるんでないですから、例えばそういうことがあったときに、守りようがなくなる

んですよね。そういうことが、今後も続くようであればね、町立病院存続にまで影響してくる

と。だからみんな町民一人一人が町立病院を育てようという気持ちにやはり持ってかんとだめ

だ。そういったことに関して、職員の中でも何か努力してることあるか、聞かしていただきた

い。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、平間病院事務局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    町立病院といたしましてはですね、そのような、事例がっ
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ていうことが言われましたけれども、中でも職員の対応についてはですね、接遇を統一したり

だとかということで、やらせていただいております。なるべくですね、町民の方がですね、心

地よく町立病院、病院でございますので体調が悪い時に来るということでございます。その中

でも、しっかり対応してですね、町民の方々にきちっとですね、必要サービスが提供できる体

制ということを念頭においてですね、各部署やっております。医師につきましてもですね、月

１回はですね、少なくとも全員の医師と、私たち、事務局長含めまして、管理職各部門の総看

護師長、技師長集まりまして、打ち合わせをしながらですね、今月の状況だとかを話しながら

ですね、やっております。そういうふうにですね、病院をですね、町民の皆様に適切なですね、

よりよい医療サービス、これがですね、一番の念頭でございますので、それの目標に向かいま

して、努力をさせていただいているということでご理解いただければというふうに思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    １０番、穂積議員。 

○１０番（穂積○１０番（穂積○１０番（穂積○１０番（穂積    力議員）力議員）力議員）力議員）    今回は補正、補正なんで、これぐらいにしておきますけど、またす

ぐ今月中に、予算委員会もあるので、引き続きですね、やはり、職員、そして町民と一丸とな

ってね、町立病院を成り立たせるような方策をやっぱり見出していかんきゃならんと思います。

こういったことに対しては、私も、大変なときには町立病院に行きますんで、あんまり言いた

いこと言うわけではないんですけど、ぜひやはり地元の病院を育てるという意味でね、真剣に

取り組んでいただきたい。何かもう少しはっきり言うと、町民を大事にしてほしい。１０人が

１０人みんな満足といかなくてもですね、少なくても、許される、精いっぱいの、混んで大変

なのはわかるんですけれどだからこそ一人一人大切に、取り組んでほしい、そのための決意の

ほどをやっぱり予算委員会のときに、自信持ってできるような体制づくりを望む。いま一度何

かあったら言ってください。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、浜田町長。 

○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田    哲君）哲君）哲君）哲君）    町立病院の、患者さんと病院の関係、いろいろ私も伺っています。そん

な中で先生方にもいろいろいつもいろんな形で情報交換させていただいてますし、病院の会議

録とか、そういった部分についても、拝見させていただき決裁いただきながらやらしていただ

いてます。先生方も、私は本当にこう一生懸命やってくれるというふうに思っていますが、一

方でやはり病気というと、私も同じことになると思うんですけど、弱った体でそっち入ってっ

て、自分の体がなかなか思いどおりならん時にやっぱりなかなか町立病院が頑張ってるとは言

い切れない部分もありますんで、そういった部分、病気にかかわる部分の機関として、あんま

りここはいいぞっていうテレビでですね、神の手みたいなことを言われてですね、持ち上げら

れているような病院もありますけども、基本的にはやはり病気を受け入れる場としては、マイ
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ナスのところからのお客さんとの対応だという部分については、議員もご理解いただけるとい

うふうに思ってます。そんな中で我々もやはり事例として、議員がご指摘いただいたような事

例もあるというふうに伺ってますんで、この部分についてはですね、あのカンファレンス等の

内部でもいろいろ検討していただいて、対応していただくということで今もやってますんで、

今議員さんからご指摘いただいた部分については、私のほうからも病院のほうにこういった意

見があるよというようなことは常に申し上げていきたいと思ってますし、それから病院の運営

審議会というのがあります。ここでもいろいろと意見を交わされておりますんで、そういった

部分の方々のご意見も今もこれまでも取り組んでいるところであります。今、実は、今度です

ね、病院の給食が非常に良くなったと、給食といいますか、食事が。それで評価いただいてい

る部分もあるんで、運営審議会の皆さん方に食事を食べていただこうというようなことも今取

り組みをしたりしてますんで、問題点は、我々も改善に向けて頑張りますんでいろいろとご指

摘をいただきながら、温かい目で見ていただければと思ってます。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田○議長（濱田○議長（濱田○議長（濱田洋一議員）洋一議員）洋一議員）洋一議員）    ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、３番京屋議員。 

○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）    先輩議員がいろいろ聞いていただいたので、私は一点だけ。退職者に

よってその給与の補正を出ていますけれども、今、医療相談室の方は退職なさったと思います

けれども、その役割って非常に多い、大きいと思うんですね。療養型があるということはそこ

を通さなくてはいけない、いわゆるケースワーカーの役割をしているんですが、町立に今ケー

スワーカーという者はいないわけですか、その辺をお答えください。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋○議長（濱田洋○議長（濱田洋○議長（濱田洋一議員）一議員）一議員）一議員）    はい、平間町立病院事務局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    今までですね、医療相談の部分を受け持っておりました看

護師が昨年の１０月末で退職をいたしました。その後任につきましてはですね、いま年度途中

なものですから異動させてということはなかなか難しかったものですから、外来の師長及び入

院の担当する師長が、看護師長がですね、その分割をして対応している状況にございます。４

月以降につきましては、年度も変わりますし、病院内もですね、部署異動をかけますので、そ

の中でですね、専任の職員を配置しまして、そこで対応を改めてですね、体制をつくってです

ね、対応をしていきたいというふうに考えてございます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、３番、京屋議員。 

○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）○３番（京屋愛子議員）    ぜひ、４月に、もう３月ですから、来月からと思いますけれども、こ

こがしっかりしていないと、療養病床の病床利用率も上がってこない。実はもう、旭川の病院
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はこの療養患者さんを奪い合いでないですけど、かけてきてます。ですから、町がやるってい

うのはあれですけども、やはりそこはちょっと、営業という言い方は非常に悪いんですけど、

どんどんどんどん減っていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、そこはしっかりと

した、人事をしていただきたいと思ってます。あとはまた、２０２５年にですね、医療改正が

行われます。それに向かっていろいろやっていかなければいけないこともあると思いますので、

その辺は予算委員会のほうでお話ししたいと思います。ありがとうございました。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    平間町立病院事務局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    ４月以降というふうに言いましたけども、新たな体制をき

ちっとつくりましてですね、利用者の方々、患者の方々にですね、ご迷惑がかからないような

体制づくりの中で進めていきたいというふうに考えております。２０２５年ということもござ

いますけれども、診療報酬等なかなかですね、先の見えない状況がございますので、きちんと

した医療の情勢を見きわめながらですね、町民に提供できる体制作り、それを念頭に置きまし

て頑張って、進めてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、ほかにありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、２番中村議員。 

○２番（中村○２番（中村○２番（中村○２番（中村倶和議員）倶和議員）倶和議員）倶和議員）    はい、２番中村です。私もこの入院者数の減少、それから外来者数の

減少、それによってですね、これは長い目で見ていかなければなりませんから、これでいいと

か悪いとかって言うつもりはありません。しかしですね、町民はみんなこの、皆さん、この病

院のレベル、技術のレベル、ただ単に温かい気持ちだけじゃなくて、水準のレベルを向上を願

っていると思うんですね。そこでですね、一つの事例をまた私もお話ししたいと思います。数

年前ですけども、ある女性が山に行って、そして滑落、若干の滑落をしました。それで、打撲

をしたんですね。その次の日に病院に行って湿布薬、それから、若干の飲み薬を、痛み止めの

飲み薬をもらったんですけども、どうも様子がおかしいということで東京の病院に見てもらい

ましたらね、難病だったんですね。これはここの病院のレベルが水準が低いからどうのこうの

って私言うつもりはないんです。そこでその後日、私はその病院の担当医にお話しました、こ

ういう状況をね。そうしましたらですね、私はあの、技術レベルの向上を願うためにそう言っ

たわけです。ところがそのお医者さんは何を勘違いしたのか、怒り出したんですね。これはや

はり、そういう姿勢はやはり、非常に残念な事例だと思いますね。私はやはり技術を研鑽して、

やはり技術を高めていくっていう、やっぱり気風が大切じゃないかと思うんですけどもね。病

院の先生方はたくさん、複数いらっしゃいまして、一生懸命やってくれてるお医者さんもいら
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っしゃいます。だけど中にはそういうお医者さんもいらっしゃるということなんですね。だか

らそういうやはり、自分の技術を研鑽してるという、全体の病院としての全体の気風をつくっ

てもらいたいんですね。それはやはり先ほどの、ほかの議員の方のおっしゃってたそういう現

象につながっている、いってるんではないかと思います。その点はどのように、お考えでしょ

うか。そういう気風をつくっていくというふうにですね、取り組みについて伺います。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    休憩します。暫時休憩。 

休憩宣告（午後 １時５５分） 

再開宣告（午後 １時５５分） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、それでは再開します。平間局長。 

○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）○町立病院事務局長（平間克哉君）    そのですね、今議員のお話された事例がですね、ちょっと

私もですね、存じません、わからなかったけれどもですね、医療の技術のレベルということで

ございますけれども、その中でですね、うちの病院としましては今常勤医が４名で看護師４０

名という体制になっております。その中で専門的な分野、それぞれが持っておりますけれども、

言われましたとおりですね、医療のレベルがどうだということでございますけれども、そうい

うレベル含めまして日頃のですね、医療の体制、町民に提供する医療の体制の中でですね、そ

れぞれ努力をしてですね、やってございますので、今後もですね、お互いにですね、打ち合わ

せをしながら協議をしながらですね、どうやって医療を提供するかということは、病院内部で

もきちっとやっていきたいというふうには考えてございます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、浜田町長から補足。 

○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田○町長（浜田    哲君）哲君）哲君）哲君）    今、中村議員さんの方からご質問がありました。病院の性格という部分

もあります。一次医療、二次医療、三次医療、どう担っていくかということもあります。そう

いう医療体制の中でどういう患者さんを、どういうふうに先生方が見ていくのかということだ

というふうに思っています。なかなかやはり総合病院ということでなりますと、いろんなこう

検査の仕方もあって難病の発見などもできる部分が多いというふうに思ってますけども、町立

病院においては、一応機器等は揃えてますけども、そういった総合性を持ってる病院ではない

ということで、なかなかこう今、中村議員さんが言われるような指摘するような部分も、発現

することはあるというふうに思います。日ごろからですね、病院同士の連携を行ってまして、

美瑛町立病院で診ても、なかなかこう患者さんの病状が理解できない、また発見できないと、

美瑛の町立病院じゃ発見できない部分が多いとなったときには、日赤ですとか、それから医大

ですとか、そういった部分と連携し、医大また日赤が他の病院、さらなる大きな病院に連携す

るというな取り組みもございますんで、今のような事例をですね、我々もまた、病院の中でい

ろいろと意見交換をしながら、できるだけ適切な医療診療体制が連携してとられていく、そん



 

－ 47 － 

な病院になるよう、取り進めをしていきたいというふうに答弁をさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    はい、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）○２番（中村倶和議員）    期待して伺っておきます。それからもう一つ、先ほどのＸ線技師の解

雇の件ですけども、これは病院の規定なのかですね、町の条例の規定なのかはわかりませんけ

ども、何らかの罰則があって、そして例えば、退職金の減額だとか年金の何らかの処置だとか

ですね、そういうものが行われた結果、この給与のこの補正がこの中に入ってるんでしょうか。

伺います。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    ちょっとすいません。休憩します。 

休憩宣告（午後 ２時００分） 

再開宣告（午後 ２時０１分） 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    再開します。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）○総務課長（鈴木貴久君）    町立病院の職員に係る事件関係でございます。昨年の２月、細かい

日付はちょっと覚えてませんけども、２月に逮捕になりましてその後、取り締まりを受けまし

て、一審二審三審ということで、今回２月９日に刑が確定したということで、１５日に本人の

異議申し立てがなかったということで、１５日に確定しています。その間におきまして給料に

ついては一切出しておりませんし、休職扱いという身分でございました。給与については一切

払ってございません。また、２月１５日付けで失職したということで、地方公務員法に基づき

まして失職になったわけでございますので、退職金も支払われないということでございます。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    いいですか。はい。ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第１３号について質疑を終わります。これで議案第

７号から議案第１３号までについて、７案件についての質疑を終わります。これから討論を行

います。 

議案第７号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第７号について討論を終わります。 

次に、議案第８号についての討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第８号について討論を終わります。 

次に、議案第９号についての討論はありませんか。 
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（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第９号について討論を終わります。 

次に、議案第１０号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１０号について討論を終わります。 

次に、議案第１１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１１号について討論を終わります。 

次に、議案第１２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１２号についての討論を終わります。 

次に、議案第１３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。 

これで議案第１３号についての討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第７号の件を採決します。議案第７号、平成２８年度美瑛町一般

会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第７号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１１、議案第８号の件を採決します。議案第８号、平成２８年度美瑛町国民健

康保険特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第８号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１２、議案第９号の件を採決します。議案第９号、平成２８年度美瑛町老人保

健施設事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第９号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１３、議案第１０号の件を採決します。議案第１０号、平成２８年度美瑛町白

金泉源事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第１０号の件は原案のとおり可決されました。 
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次に、日程第１４、議案第１１号の件を採決します。議案第１１号、平成２８年度美瑛町公

共下水道事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願

います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第１１号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１５、議案第１２号の件を採決します。議案第１２号、平成２８年度美瑛町水

道事業会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１２号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１６、議案第１３号の件を採決します。議案第１３号、平成２８年度美瑛町立

病院事業会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第３２号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第１７、議案第３２号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、宮﨑管理課長。 

（管理課長 宮﨑 敏行君 登壇） 

○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑敏行君）敏行君）敏行君）敏行君）    よろしくお願いいたします。議案第３２号の提案理由につきまして

ご説明を申し上げます。議案集は１０１頁をお開きください。美瑛小学校は昭和５３年度に建

設竣工し、平成５年度の改修工事を経て、現在３８年が経過し老朽化が進んでいることから、

校舎棟の屋上、外壁、玄関、厨房等の改修とトイレの洋式化を施工するものでございます。２

月２７日に入札を執行し、仮契約を交わしてるところであり、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。そ

れでは、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他、入札指名業者名等を記載してございま

す。朗読は省略させていただきます。以上で、議案第３２号の提案理由の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。 
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質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第３２号の件を採決します。議案第３２号、請負契約の締結につ

いての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第３２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８ 議案第３３号 請負契約の締結について 

   

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第１８、議案第３３号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、宮﨑管理課長。 

（管理課長 宮﨑 敏行君 登壇） 

○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑敏行君）敏行君）敏行君）敏行君）    議案第３３号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案

集は１０２頁をお開きください。提案理由につきましては、議案第３２号と同様に、美瑛小学

校の老朽化が進んでいる機械設備について改修を行うもので、２月２７日に入札を執行し、仮

契約を交わしてるところでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他、入札指名業者名等記載してござ

います。朗読は省略させていただきます。以上で、議案第３３号の提案理由の説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第３３号の件を採決します。議案第３３号、請負契約の締結につ

いての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第３４号 請負契約の締結について 

  

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    日程第１９、議案第３４号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、宮﨑管理課長。 

（管理課長 宮﨑 敏行君 登壇） 

○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑○管理課長（宮﨑敏行君）敏行君）敏行君）敏行君）    議案第３４号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案

集は１０３頁をお開きください。提案理由につきましては、議案第３２号と同様に、美瑛小学

校の老朽化が進んでいる電気設備について改修を行うもので、２月２７日に入札を執行し、仮

契約を交わしてるところでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以下参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他、入札指名業者名を記載してござい

ます。朗読は省略をさせていただきます。以上で、議案第３４号の提案理由の説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

はい。これで討論を終わります。 

これから日程第１９、議案第３４号の件を採決します。議案第３４号、請負契約の締結につ

いての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３４号の件は原案のとおり可決されました。 
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散会宣告 

  

○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）○議長（濱田洋一議員）    以上で本日の日程については全部終了しました。本日はこれで散会

します。 

美瑛小学校の皆さん、そして岩木校長先生をはじめとして、本当にありがとうございます。後

ほど事務局から写真の撮影のご案内ありますので、改めてまた、よろしくお願いをしたいと思い

ます。皆さんの中から、ぜひ、その、前に座るような、すばらしい人材が出るようにご期待を申

し上げてご挨拶とします。ありがとうございました。 

午後２時１４分 散会 
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上記のとおり相違ないことを証するため、ここに署名します。 

 

    平成２９年 ６月１６日 

 

美瑛町議会 議 長  濱 田 洋 一 

 

        議 員  沢 尻   健 

 

        議 員  野 村 祐 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


